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本会議に職務の
ため出席した者
の職氏名 

事 務 局 長 赤 坂 千 敏 事 務 局 次 長 高 橋 勝 江 

事 務 局 主 幹 木 村 英 樹   

町 長 提 出 

議 案 の 題 目 

１ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度おいらせ町一

般会計補正予算（第７号）について） 

２ 諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

３ 議案第 ２号 おいらせ町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

４ 議案第 ３号 おいらせ町個人情報保護法施行条例の制定について 

５ 議案第 ４号 おいらせ町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

６ 議案第 ５号 おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

７ 議案第 ６号 おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

８ 議案第 ７号 おいらせ町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

９ 議案第 ８号 おいらせ町民プール条例の一部を改正する条例について 

１０ 議案第 ９号 おいらせ町教職員住宅管理条例の廃止について 

１１ 議案第１０号 ロータリー除雪車（１．３ｍ級、草刈装置付）購入契約の締結に

ついて 

１２ 議案第１１号 町道の路線廃止について 

１３ 議案第１２号 町道の路線認定について 

１４ 議案第１３号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加

及び青森県市町村総合事務組合の規約の変更について 

１５ 議案第１４号 令和４年度おいらせ町一般会計補正予算（第８号）について 

１６ 議案第１５号 令和４年度おいらせ町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

１７ 議案第１６号 令和４年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計補正予算（第２

号）について 

１８ 議案第１７号 令和４年度おいらせ町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）について 

１９ 議案第１８号 令和４年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）について 

２０ 議案第１９号 令和４年度おいらせ町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

２１ 議案第２０号 令和４年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）について 

２２ 議案第２１号 令和４年度おいらせ町病院事業会計補正予算（第４号）について 

２３ 議案第２２号 令和５年度おいらせ町一般会計予算について 

２４ 議案第２３号 令和５年度おいらせ町国民健康保険特別会計予算について 

２５ 議案第２４号 令和５年度おいらせ町奨学資金貸付事業特別会計予算について 
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 ２６ 議案第２５号 令和５年度おいらせ町公共下水道事業特別会計予算について 

２７ 議案第２６号 令和５年度おいらせ町農業集落排水事業特別会計予算について 

２８ 議案第２７号 令和５年度おいらせ町介護保険特別会計予算について 

２９ 議案第２８号 令和５年度おいらせ町後期高齢者医療特別会計予算について 

３０ 議案第２９号 令和５年度おいらせ町病院事業会計予算について 

 

議 員 提 出 

議 案 の 題 目 

１ 発委第 １号 おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について 

２ 発委第 ２号 おいらせ町議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の制定

について 

３ 発委第 ３号 おいらせ町議会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止

について 

 

 

開 議 午前１０時００分 

議 事 日 程 議長は、本日の議事日程を次のとおり報告した。（別添付） 

会 議 録 署 名 

議 員 の 指 名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

 ３番   馬 場 正 治 議員 

 

 ４番   澤 上   訓 議員 

 

議  案  の  経  過 

日 程 発 言 者 発 言 者 の 要 旨 

  

事務局長 

（赤坂千敏君） 

 

 議場内の皆様にお願い申し上げます。 

 議場内では携帯電話やスマホの電源を切るか、マナーモードに設

定くださるようお願いいたします。 

 

 それでは、修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。ご着席ください。 

 

会議成立 

開会宣言 

西舘議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は１５人です。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。 

 

  （開会時刻 午前１０時００分） 
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議事日程報告 西舘議長  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

 西舘議長  日程第１、承認第１号、専決処分の承認を求めることについてを

議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 財政管財課長。 

 

当局の説明 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

 それでは、承認第１号についてご説明いたします。 

議案書は１ページから４ページになります。 

本件は、既定予算の総額に８,３００万円を追加し、予算の総額を

１１９億８,９４１万５,０００円としたもので、去る２月９日付で

専決処分を行ったものです。 

歳入歳出の内容についてご説明いたします。別冊の令和４年度一

般会計補正予算（第７号）に関する説明書（令和５年２月９日専決）

をご用意ください。 

こちらの４ページをお開きください。 

歳出の内容ですが、２月の降雪に伴い、除雪経費の不足が明らか

になったため、８款２項３目除雪対策費につきまして、１２節除雪

作業委託料など、計８,３００万円を増額したものです。 

次に、歳入の内容ですが、ページが戻りまして、３ページをご覧く

ださい。 

１９款２項１目財政調整基金繰入金８,３００万円の増額は、当補

正予算の編成に係る財源調整のため計上するものです。 

次に、５ページをご覧ください。 

給与費明細書は、人件費に係る今回の補正内容を反映したものと

なっております。 

次に、７ページの補正予算主な内容は、ただいまご説明した内容

を掲載しております。 

なお、この予算補正につきましては、議会を招集する時間的猶予

がなかったため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、町長

の専決処分とさせていただいたものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 
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これより、歳入歳出全般の質疑を行います。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 一般会計補正予算（第７号）に関する説明書３ページから５ペー

ジです。給与費明細書も含みます。質疑ありませんか。 

 ８番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

おはようございます。８番、平野です。１点だけお伺いいたしま

す。 

今補正額８，３００万円計上されましたけれども、この除雪経費に

ついては、特別交付税の算定基準の中にあると思うんですけれども、

どのぐらい参入されるのか。この金額、教えていただきたいと思いま

す。 

 

 西舘議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

お答えします。 

その除雪経費にかかる交付税措置についてご質問がございまし

た。 

除雪経費につきましては、普通交付税と特別交付税、それぞれ参

入されておりまして、普通交付税につきましては、およそ毎年５，０

００万円ほど、特別交付税については、それを上回る経費について、

およそ２分の１交付されるという算定になっております。 

今回の補正後の予算の規模から推計いたしますと、普通交付税で、

先ほど申し上げましたように５，０００万円ほど、特別交付税につ

きましては、ルールどおりいきますと、およそ７，０００万円ほど特

別交付税にて措置されるものと見込んでおります。 

以上です。 

 

 西舘議長 ８番。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

分かりました。 

普通交付税はもう５，０００万円を歳入されているんだと。それ

を上回った金額、そうすると、今年度の除雪経費というのは、１億

２，０００万円を超えているということで理解していいですか、総

額。 
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 西舘議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

お答えします。 

今年度の交付税措置につきましては、議員ご指摘のとおり、およ

そ当課としましても、１億２，０００万円ぐらいは措置されるもの

と見込んでおります。 

以上です。 

 

 西舘議長 ８番。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

そうすると、かかる経費というのは、多分これ以上になると思い

ますけれども、総額で除雪経費というのは、これまで幾ら計上され

ているということになりますか。 

 

 西舘議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

お答えします。 

これまでにかかった経費ということでよろしかったでしょうか。 

詳細な執行状況については、手元にございませんが、ただ、この予

算の事項別明細書をもとにご説明いたしますと、専決処分前の除雪

対策経費の総額は１億７，０００万円ほどと、今回の専決補正で足

した８，３００万円を足すと、２億５，０００万円ほどになります。

このうち、大体１億２，０００万円ほど交付税措置されるといった

ようなことになっております。 

以上です。 

 

 西舘議長 ほかに質疑ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 なしと認め、歳入・歳出全般の質疑を終わります。 

 以上で、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 
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 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから承認第８号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

 西舘議長  日程第２、諮問第１号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見

を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 おはようございます。 

それでは、諮問第１号についてご説明いたします。 

議案書は５ページから７ページです。 

 本案は、現委員であります和田貴美子氏の任期が、本年６月３０

日をもって満了となることから、引き続き同氏を推薦いたしたく、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるも

のであります。 

 和田氏は、平成２９年７月より、現在に至るまでの２期６年、人権

擁護委員として在籍し、教育現場において子どもの人権教育に携わ

った長年の経験を生かしながら、安全安心な環境づくりに寄与した

いとの人権擁護活動に理解をお持ちの方であります。 

人権擁護委員として、まさに適任者であると考え、候補者として

推薦いたしたく、賛同の意を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。質疑、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、本案についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－８－ 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

お諮りいたします。 

本件について、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号は原案のとおり決定いたしました。 

 

 西舘議長  日程第３、議案第２号、おいらせ町教育委員会委員の任命につき

同意を求めることについてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町長。 

 

当局の説明 町長 

（成田 隆君） 

 それでは、議案第２号についてご説明申し上げます。 

議案書は８ページ、９ページになります。 

本案は、現在の委員である木村啓一氏が、本年５月１２日をもっ

て任期満了となることから、後任の委員として高山久光氏を任命い

たしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項

の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

提案いたしました高山氏は、略歴にもありますように、東北町立

東北小学校校長をはじめ、長く教職を務められたほか、現在も東北

町の教育相談員として、また、東北町のいじめ防止対策審議会の会

長として、上十三管内の教育行政に深く深く関わっておられます。 

培われた高い識見と豊かな経験から、教育委員会委員として適任

と考えますので、何とぞ、満場のご同意を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 

 （議員席）  ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第２号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第４、議案第３号、おいらせ町個人情報保護法施行条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（成田光寿君） 

 それでは、議案第３号についてご説明申し上げます。 

議案書１０ページから１３ページになります。 

本案は、個人情報保護に関する法律が改正され、本年４月１日か

ら施行されることに伴い、現在町で運用している個人情報保護条例

を廃止し、新たに条例を制定するとともに、関係する２本の条例を

改正するため提案するものであります。 

内容につきましては、さきの２月１４日開催の議員全員協議会に

おいて概要説明しておりますが、法改正の背景といたしまして、こ

れまで地方公共団体それぞれが個人情報の取り扱いを定めていたも

のをデジタル社会の進展に伴い、個人情報の適正な取り扱いを図る

べく、国が全国共通の基本的なルールを定め、その内容に応じた条

例整備を行うものであります。 

新たな条例では、個人情報のほとんどの取り扱いが法律で定めら

れますので、法律上、条例に委任されているものや規定できるもの

について、現行の町の取り扱いを継続運用することを前提に規定し

ております。 

１１ページをお願いします。 

 条例案の概要を抜粋してご説明いたします。 

 第２条第２項では、実施機関を定め、町長部局を初め、各行政委員

会が対象となります。 
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第３条、個人情報取扱事務登録簿の作成、公表ですが、現行で運用

している簿冊について規定しております。 

１２ページをお願いします。 

第４条、開示請求に係る手数料ですが、現行どおり無料とし、写し

の作成、送付等の実費のみの負担といたします。 

第５条、審査会への諮問ですが、現在、附属機関として設置してい

る情報公開・個人情報保護審査会を諮問機関として規定しておりま

す。 

附則では、施行期日や改廃する条例等を定めております。 

第１項、施行期日では、いわゆるデジタル社会形成整備法の規定

により、令和５年４月１日となり、第２項では、現行制度である町個

人情報保護条例を廃止します。 

１３ページをお願いします。 

下段になります。第５項、第６項では、関係条例２本の改正を規定

しております。新旧対照表でご説明いたしますので、ページが後ろ

になります。１１５ページ、１１６ページです。 

１１５ページは公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例、１１６ページは町執行機関の附属機関の設置等に関する条例

であり、それぞれ個人情報保護条例を廃止することにより、引用法

令を個人情報の保護に関する法律に改正するものであります。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 ８番、平野敏彦議員。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

 １点だけ確認をしたいと思います。 

 １２ページのところに、おいらせ町情報公開・個人情報保護審査

会に諮問することができるとありますけれども、これは毎年、審査

会が諮問して開催されるのか。これについてお伺いします。 

 

 西舘議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

 諮問機関の関係のご質問であります。 
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 審査会は、毎年必ず開催してございます。前年度の個人情報保護、

それから情報公開制度の運用状況であったり、それから審査請求等

あれば、その取り扱い等、この審査会で審査してございます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ８番。よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 １３番、西館芳信議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 施行されてから２０年ということで、今回、改正が３回目ですか。

改めて見て、本当に分からないところが多いなと思いました。 

 その１つなんですが、２条ですね。２条で実施機関ということで、

ここに実施機関とはということで、町長、教育委員会、選挙管理委員

会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会となって、町

長と行政委員会だよ説明ありましたけれど、ここに町長ということ

で、次が教育委員会であれば教育委員長、あるいは選挙管理委員会

であれば選挙管理委員長と、そのトップがここに列挙されてもいい

のかなと思ったんだけれど、町長ということと、この並びは、何でこ

うなっているんですか。教育長だとか選挙管理委員長だとかと、長

が出てこないんですか、それが１点。 

 それから、２点目は、ほかの自治体のものを見ましたら、例えば公

営企業の関係で公営企業の管理者だとか出ているわけですけれど、

そうするとうちは病院とかありますよね。病院なんていうのは最も

個人情報を多く持つところで入ってしかるべきだと私は思うんだけ

れど、町長は病院設置者でしたか。だから、成田隆たる病院設置者及

び町長ということで、それは別に入らなくてもよかったと解釈して

いいのか。またほかは消防庁なんかも入っています。そうすると、一

部事務組合ということになれば、その辺はどうなるのかなというこ

とで教えていただきたいと思います。 

 

 西舘議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

 ３点ほどご質問いただきました。 

 まず１点目、１１ページの第２条の第２項、実施機関のところの

定めでございますが、ここには町長部局とそれから行政委員会等を



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１２－ 

こちらに記載してございます。これは地方自治法に定める行政委員

会と、そのまま名称としてここにうたっているものでございます。 

 西館議員おっしゃった教育長とか選挙管理委員長というのは、そ

の機関の代表者でありますので、ここに定める場合は、自治法に定

める行政委員会の名称を定めているものであります。 

 それから、病院の関係でございます。 

 おいらせ病院については、公営企業法を一部適用で、財政のみを

適用という形にしておりますので、その他については、町の定めに

よるということになりますので、今回の個人情報保護の取り扱いも、

この実施機関でいう町長の中に含まれるものであります。 

 それから、一部事務組合等の取り扱いでございます。確かに、おい

らせ町は、八戸広域であったり、十和田広域であったり、様々な事務

組合に加入してございます。事務組合は、それぞれ特別地方公共団

体という位置づけでありまして、それぞれの組合で、独自に個人情

報の定めを定めております。 

 よって、今回の法改正に伴って、各事務組合でも同様の動きを取

っておりまして、個人情報保護施行条例なるものをそれぞれの組合

で制定することになってございます。 

 以上です。 

 

 西舘議長 １３番。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 公営企業ということと一部事務組合ということに関しては納得し

ました、ああ、なるほどと。ただ、実施機関、町長が１人、それから

教育委員会という複数のものがここに出てきていると。選挙管理委

員会も複数のメンバーでできているということで、これが、自治法

でこう用いられているんだから、こう並べたんだと。それはちょっ

と違うんではないですか。そういう解釈だと、それはちょっと違う

んではないかなと思いますけれど。 

 これは、こう並べてあるのは、いわゆる町長という行政庁、行政庁

が単独性で、１人で意思決定ができて、それの意思を外部に知らし

めることができる。教育委員会、これについては委員長でなくて、委

員会そのものが合議制だからですよ。それから選挙管理委員会も合

議制、それから農業委員会も固定資産評価審査委員会、これも合議

制だから、１人では決定できないから長が出てこない。委員会とい
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う団体の名前が載っているんではないですか。私、これ覚えたふり

して言うんではなくて、もう１つ、じゃあこれがちゃんと答えてく

れれば、次の質問に移りたいから言ったんだけれど。いわゆる単独

の行政庁であるか否かということで、この列挙の仕方がこうなって

いると、私はそう思ったんだけれど、いや違うということであれば

どうぞ。 

 

 西舘議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

 お答えいたします。ちょっと説明が不足している部分、足りない

部分があって申し訳ございません。 

 個人情報保護に関する法律の中では、行政機関という定めがあり

ます。行政機関というものについて、今回第２条第２項のところで、

実施機関で定めるものであります。 

 国・県、それから各地方公共団体等も、条例の準則等に従って条例

を定めております。法律の中でも、行政機関とうたっておりますの

で、いわゆる行政機関は組織でございますので、知事・市町村長であ

ったり、それから行政委員会では、それぞれの組織、機関がここに定

義されるものでございます。 

以上です。 

 

 西舘議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

だから行政機関にも種類があって、独任の行政庁か、あるいは合

議制のかということで、ここにこういう列挙の仕方されたんだけど、

私、この質問に従って、ここのこの各機関の内部はいいんだけど、監

査委員と入っています、監査委員。 

監査委員に関しては、これは２人いるわけだけれど、これは独任

制なんですよ、独任制。そうすると、代表監査委員は、便宜上決めら

れているけれど、代表監査委員も、それからもう１人の監査委員も、

自分でもって、単独でもって意思決定をして、なおかつそれを外部

に知らしめることができるということになると、そうすれば、これ

に齟齬があった場合、例えば開示請求をするかしないかということ

なんかについて、お互いに調整が、大人ですし、それなりの分別のあ

る方が選ばれるというふうにちゃんと決まっていますから、多分調
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整はするんだろうけれど、もしそれに齟齬があったら、できなくな

るんじゃないかなと。ここは意味合いは、ほかのと違う。何で監査委

員が、ここにそういうふうな意味で入っているのかな、本当に最後

まで意見調整はできるのかなということを私は質問したかった。だ

から、ただ行政機関が並べられていますということでは、私の質問

にはちょっと納得する材料ではないんだよね。 

監査委員は単独性、独任制だけれど、これでいいのかなと。国がい

いと決めて、もともとつくっているというわけだから、そのところ

を「こういうことなんだよ」ということで、担当で説明してくれれば

と思ったんです。 

 

 西舘議長  総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

お答えいたします。 

議員が求めているところまで、果たしてちゃんと明確にお答えで

きるか、ちょっと難しい点がございますが、国の法律でも、行政機関

ということで、こちらの第２条の第２項のところに、実施機関を定

義することとしてございます。 

国においても、行政機関ということで、知事、市町村部局、それか

ら各行政委員会の名称を掲げてございます。国の準則の中でも、監

査委員というのはきちんと出てきております。今回はこの個人情報

保護を取り扱う際に、適正にそれをちゃんと運用しようということ

で、この条例を定めるものでございます。 

監査委員部局においても、個人情報を取り扱うのは間違いなく扱

うことになりますので、その際の運用等を法律及びこの条例に規定

するものでございますので、当然監査委員の部局でも、個人情報を

扱う以上は、この条例の実施機関に定めてやるべきものとして考え

てございます。 

以上です。 

 

 西舘議長  ほかに質疑ございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第３号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第５、議案第４号、おいらせ町国民健康保険条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（松山公士君） 

 それでは、議案第４号、おいらせ町国民健康保険条例の一部を改

正する条例についてご説明申し上げます。 

議案書では１４ページから１５ページ、参考資料は１１７ページ

になります。 

本案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時

金を引き上げするため提案するものでございます。 

その内容について説明しますと、１５ページに記載のあるとおり、

第６条第１項中「４０万８,０００円」を「４８万８,０００円」に改

め、現行より８万円引き上げするものであります。 

それでは、条文の詳細説明については新旧対照表で行いますので、

資料１１７ページをお開きください。 

現在、出産育児一時金は総額４２万円を支給する制度となってお

ります。 

その内訳は、こちらの現行、右側の書いておりますとおり、第６

条、４０万８,０００円を支給する。その後にただし書きがございま

して、規則で定めるところにより、これに３万円を上限として加算

するというものがこの同条例の施行規則で定めておりまして、産科

医療補償制度の加算額として１万２,０００円がございまして、それ

と合わせると４２万円を支給しているということになります。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－１６－ 

この法の改正の背景としましては、厚生労働省の調査によります

と、２０２１年度の全国の平均出産費用がおよそ４７万円でござい

まして、現在の出産育児一時金が４２万円では足りない状況となっ

ておりました。 

そこで、今回、国では少子化対策として大幅な増額を行うことと

しまして、令和５年２月１日に国民健康保険施行令の一部を改正す

る政令及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令を公布しまし

て、現行より８万円引き上げ４８万８,０００円とし、産科医療保障

制度の加算額１万２,０００円と合わせて、総額５０万円を支給する

ようにしたところでございます。 

なお、施行期日は、令和５年４月１日となっております。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第４号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第６、議案第５号、おいらせ町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたしま

す。 

 当局の説明を求めます。 

 保健こども課長。 
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当局の説明 保健こども課長 

（小向正志君） 

 それでは、議案第５号についてご説明申し上げます。 

議案書の１６ページから１７ページをご覧ください。 

本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、

これに従い定めた本条例について、条文の整理を図るとともに、懲

戒権に関する規定を削るため提案するものであります。 

改正内容について、ご説明いたしますので、１１８ページ、新旧対

照表をご覧ください。 

初めに、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関す

る法律による子ども・子育て支援法第１９条の改正では、第２項が

削られ、同条が第１項のみの条となることから、条例全般にわたり、

同条第１項を引用する規定は、項に言及しない形に改正するもので

す。 

次に、１２１ページをご覧ください。 

第２６条では、児童福祉法の一部改正に伴い、児童福祉施設等に

おける懲戒権に関する規定が削除されたことから、条例についても、

同様に削除することになります。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 １３番、西館芳信議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 私にとっては、この家庭的保育事業というもの、今耳新しくて、そ

して本来この新旧対照表ちゃんと読めばいいんだけれど、量が多過

ぎて、ちょっと私の頭では理解不能ということで、大ざっぱに総論

的なことをお尋ねいたします。 

 まず、家庭的保育事業はどういうもので、その目的は現行の何が

不足して、それを補完しようとしているのかということがまず１つ

です。 

 そして、これは、私はベビーシッターというのと、じゃあ、どう違

うんだという思いで、これを見ました、どう違いますかと。 

 そして、これは、３つ目は、既設の今の事業所、幼稚園だとか保育

園の中に設けるものなんですか。それとも、別な事業所を設置しな
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ければならないということなんですかと。そして、これに関して、今

４つ目だか３つ目だか分からないんだけれど、補助金を交付すると

いうことになれば、いろいろ町が補助金を交付するんだから、その

交付先に対して、事業所に対して、いろいろこれはこうでなければ、

ああでなければならないと指導する役割というか、それもできてく

る。当然やらなければならないと思うんだけれど、そういうことは、

どういうことがありますかということで、以上、３点だか４点だか

５点だか、しゃべったか分からないんだけれど、お願いします。 

 

 西舘議長  １３番議員、これは議案第５号についての質疑ですか。今の質問

は、議案第６号に該当すると思うんですけれど。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 ああ、そうかい。分かりました。 

 

 西舘議長  どうでしたか。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信議員） 

ちょっと、すみません。 

 

 西舘議長 一般質疑ですから、答弁。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

取り消しします。 

取り消しして、次。私６号のことについて話、しましたから、すみ

ません。 

 

 西舘議長  答弁は次ということでよろしいですか。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

はい。お恥ずかしい限りです。 

 西舘議長  ほかに質疑ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 
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 西舘議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第７、議案第６号、おいらせ町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 保健こども課長。 

 

当局の説明 保健こども課長 

（小向正志君） 

それでは、議案第６号についてご説明申し上げます。 

議案書の１８ページから２０ページをご覧ください。 

本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改

正等に伴い、これに従い定めた本条例について、安全計画の策定等

の義務化やインクルーシブ保育を可能とするための設備・人員基準

の緩和、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置を明

確化し、懲戒権に関する規定を削るため提案するものであります。 

改正内容についてご説明いたしますので、１２９ページ、新旧対

照表をご覧ください。 

まず初めに、児童福祉施設において児童の安全の確保を図るため、

安全計画を策定すること等が義務づけられたことから、第７条の２

において、乳幼児の安全及びその実効性を確保させるため、家庭的

保育事業者等に安全計画を策定させ、必要な措置を講じさせること

を加えるものであります。 

第１０条では、家庭的保育事業所等と他の社会福祉施設を併設す

るときは、保育に支障がない場合に限り、家庭的保育事業所等の設

備及び職員は、保育室及び各事業所特有の設備、乳幼児の保育に直

接従事する職員を含め、併設する他の社会福祉施設の設備及び職員

を兼ねることができる旨の規定を整備するものであります。 

次に、１３０ページをご覧ください。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２０－ 

第１３条では、児童福祉法の一部改正に伴い、児童福祉施設等に

おける懲戒権に関する規定が削除されたことから、条例についても、

同様に削除するものです。 

第１４条では、感染症や食中毒の予防及びまん延防止のため、研

修及び訓練を定期的に実施するよう努める旨の規定を整備するもの

です。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 １３番、西館芳信議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 どうも申し訳ありませんでした。４点ほどお願いいたします。 

私にこれに関しては、耳新しい制度なものですから、まず第１に、

この家庭的保育事業というのをもう少し簡単に説明、こういうもの

だよということでお願いします。 

そして、これを設置する目的は、７条と７条の２項ですか。話をし

てくれたんだけれど、ちょっと抽象的で分からない。現行がこうだ

から、こういうところを補完したいんですよということで、お話し

してもらえればと思います。 

 それから、今のベビーシッター制度とすごく似ているなと感じま

した。なぜ、ベビーシッターの制度でもって、これが補完できないの

か。違いはこうだから、新しく設けたんですよということでお願い

します。 

 それから、３つ目は、この事業というのは、これまでの既に既設に

なっている事業所、保育園だとか幼稚園の中に設置する中でやる事

業ですか。それとも、それとは別に、新たに事業所等を設けてやるも

のですか。 

それから、４つ目は、町が補助金を出すということであれば、補助

金に見合った指導だとか、そういうことをしていけると思うんです

が、それはどういうことが予想されますかと、あるいは、法律に明記

なっていますかということ、以上４点をお願いいたします。 

 

 西舘議長  保健こども課長。 
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答弁 保健こども課長 

（小向正志君） 

それでは、４点ご質問いただきまして、それにお答えしていきた

いと思います。もし、回答漏れ等ございましたら、ご指摘いただけれ

ばと思います。 

まず、家庭的保育事業の中身ですけども、家庭的な雰囲気のもと

で、少人数を対象に、きめ細やかな保育を実施する事業であります。 

家庭的保育者、保育ママと言われますけども、そちらの居宅、その

他様々なスペースで行うものであります。 

定員は、家庭的保育者１人につき３人、補助者ありの場合は５人

まで定員となります。 

こちらの目的は、やはり保育施設定員があふれた場合、それを補

完するための保育事業ということになります。当町では、まずほぼ

定員をオーバーすることはないので、こういった事業所はありませ

ん。これが保育事業の内容とその目的についてご説明いたしました。 

次に、事業は既設なのか。新たにということですが、こちらは新た

に、その資格を持った人が申請、町に対して事業開始ということで

確認を求めてやる形になります。 

次に、町の指導ということですけれども、こういった部分につい

ては、当然委託料等を払うことから、町の指導等の対象になります。 

以上です。 

 

 西舘議長 １３番。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 家庭的雰囲気の中で、定員オーバー等に備えるためのものという

ふうな説明がなされました。これは、ある程度分かりました。 

 じゃあ、この資格ということ、今も話ししましたけど、資格は当然

保育士だとかそういう資格、携わる人には資格は当然必要ですよね、

そこを１点。 

 それから、既設の幼稚園、保育園の中に設置するんですか。それと

も、それとは別の事業所としてやるんですかということを聞いてお

りますので、そちらをお願いします。 

 それから、ベビーシッターとは違うんではないですかということ

で、私がちょこっと同じですかとお話ししたんですが、そこの違い、

同じ似たようなところ説明してくれればよろしいかと思います。 
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 それから、補助金の交付について、どういう、当然指導とかそうい

うのしますよというのは分かったんだけれど、その内容はどうです

かと、どんなことをするんですかと、町はということです。 

 以上、もう１回お願いします。 

 

 西舘議長  保健こども課長。 

 

答弁 保健こども課長 

（小向正志君） 

 それでは、ちょっと自分も勉強不足ではありますけれども、資格

については、保育士等必要な資格を有しなければならないものと考

えております。 

 ベビーシッターは、また居宅訪問型保育事業ということで、児童

の居宅においてやるものですので、それとはまた別のものだという

ことで考えております。 

 次に、指導内容ですけれども、きちんとその設備が整っているか 

子ども１人の面積に整った施設があるのか。定員等きちんと守られ

ているか。あとはそういった部分でのことを確認して、指導という

ことで考えております。 

 こちらの家庭的保育事業については、保育園とかそちらとは別の

施設での事業運営ということになります。 

 以上、答弁漏れありましたら、ご指摘いただければと思います。 

 

 西舘議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 答弁漏れは特に、全部に触れていたんですが、２つ確認させてく

ださい。 

 そうすると、これまでの事業所の中でやる事業ではないというこ

となんですが、私はもしかしたら、これまでの事業所の中に組み込

まれて雇用された人間が現場に赴くとか、そういう形態もあるのか

なと質問しましたけれど、それはなしということでいいんですね。 

 それから、町の指導として、そうすると、立ち入りだとか監査だと

か、そういうのは当然するということでよろしいんですか。お願い

します。 

 

 西舘議長  保健こども課長。 
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答弁 保健こども課長 

（小向正志君） 

既存の保育施設とは別なところで、新たに事業を行うということ

で理解しております。 

あと、指導、立ち入り等の監査については、県と連携をとりまし

て、そういった監査等を行うことになっております。 

以上です。 

 

 西舘議長  ほかに質疑ありませんか。 

 

 （議長席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第６号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第８、議案第７号、おいらせ町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 保健こども課長。 

 

当局の説明 保健こども課長 

（小向正志君） 

それでは、議案第７号についてご説明申し上げます。 

議案書の２１ページから２３ページをご覧ください。 

本案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の

一部改正等に伴い、これに従い定めた本条例について、安全計画の

策定等の義務化や業務継続計画の策定等の努力義務化、感染症及び

食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置を明確化するため提案す

るものであります。 
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改正内容についてご説明いたしますので、１３１ページ、新旧対

照表をご覧ください。 

児童福祉施設において児童の安全の確保を図るため、安全計画を

策定すること等が義務づけられたことから、第６条の２において、

児童の安全及びその実効性を確保させるため、放課後児童健全育成

事業者に安全計画を策定させ、必要な措置を講じさせることを加え

るものです。 

第１２条の２においては、感染症や災害が発生した場合であって

も、必要な支援が継続的に提供できる体制を構築する観点から、業

務継続計画の策定、必要な研修や訓練の実施、定期的な業務継続計

画の見直しと変更を行うよう努める旨の規定を整備するものです。 

次に１３２ページをご覧ください。 

第１３条第２項では、感染症や食中毒の予防及びまん延防止のた

め、研修及び訓練を定期的に実施するよう努める旨の規定を整備す

るものです。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

  

 （議長席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第７号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第９、議案第８号、おいらせ町民プール条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－２５－ 

 当局の説明を求めます。 

 社会教育・体育課長。 

 

当局の説明 社会教育・体育課

長 

（三村俊介君） 

それでは、議案第８号についてご説明申し上げます。 

議案書２４ページから２６ページ、新旧対照表は１３３ページか

ら１３４ページをご覧ください。 

本案は、おいらせ町民プールについて、受益者負担の観点から、他

の体育施設と同様にサービスに応じた負担を求め、公平性を確保す

ることを目的に使用料の見直しを行うことに伴い、おいらせ町民プ

ール条例の一部を改正するため提案するものであります。 

それでは、改正の内容を説明いたしますので、新旧対照表の１３

３ページをご覧ください。 

初めに、現行第４条において「無料」と規定されている町民プール

の使用料について、別表で定めるよう改め、第５条において、使用料

の減免について規定いたします。 

続いて、１３４ページをお開きください。附則の次に、町民プール

の使用料を定めた別表を加えます。 

なお、使用料については、一般２００円、高校生については一般の

半額として１００円、義務教育期間である中学生までは無料に設定

しております。 

最後に、この条例は、令和５年４月１日から施行するものとしま

す。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 

 （議長席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 ８番、平野敏彦議員。 

 

反対討論 ８番 

（平野敏彦君） 

反対討論あります。反対討論をいたします。 

 

 西舘議長 いいですか、８番議員、反対討論は演壇でお願いいたします。 
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反対討論 ８番 

（平野敏彦君） 

昨日の一般質問でも取り上げましたが、国を挙げて、少子化対策

や子育て支援を講じ、県では健康寿命延伸に向けて取り組みを強化

しております。 

１年間で、２０名の合計金額は２，０００円です。費用対効果を考

えると、子育て支援策と健康増進事業として、高校生は無料とすべ

きと考えることから反対をいたします。 

以上です。 

 

 西舘議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

１５番、楢山忠議員、演壇にてお願いします。 

 

賛成討論 １５番 

（楢山 忠君） 

私は賛成の立場から討論をいたします。 

なぜならば、今全て、ややもすると、無償化、無償化ということで

やっていますけども、それはそうではなくて、利用する人、またはそ

れによって、プールであれば健康によくなると、そういうことで、利

益を受ける人が、やっぱり受益者負担をするのが当然ではないかな

と、そう思います。 

そうしないと、全てが皆、無償化、施設関係、体育館にしても何に

しても、だったらあれも無償にしよう。これも無償にしようと、そう

いうことをしていくと、財政的にもいろいろ負担がまた出てくるん

ではないかなと、そう思うことから、やっぱり利用する人がそれな

りの負担を。これが、この金額で、個人の財政的な負担があり過ぎる

というわけではないだろうと思うんですね。小遣いの中で使える金

額であろうと、そういうことを考えることから、私は受益者負担と

いうことでこれはやるべきだと思う。賛成をするということです。 

以上です。 

 

 西舘議長 ほかに討論ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

反対討論がありましたので、議長職権で採決を行います。 

採決の方法は、無記名投票とします。 
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議案第８号の採

決 

西舘議長 議案第８号、おいらせ町民プール条例の一部を改正する条例につ

いての採決は、無記名投票で行います。 

議場の出入り口を閉めます。 

 

  （議場 閉鎖） 

 西舘議長 ただいまの出席議員数は、１３人です。 

 

立会人の指名 西舘議長 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に、５番、木村忠

一議員及び６番、田中正一議員を指名いたします。 

 

投票用紙の配付 西舘議長 投票用紙を配ります。 

念のため、申し上げます。採決は無記名投票で行います。 

本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。 

 なお、賛否を表明しない票、白票及び賛否が明らかでない票は、会

議規則第８４条の規定により、否とみなします。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 配付漏れなしと認めます。 

 

投票箱の点検 西舘議長 投票箱を点検いたします。 

 

  （投票箱を点検する） 

 西舘議長 異常なしと認めます。 

 

投票による採決 西舘議長 ただいまから、投票を行います。 

 １番議員から順次、投票願います。 

 

  （１番から順に投票） 

 西舘議長 投票漏れは、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 
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開票の立ち会い 西舘議長 開票を行います。 

５番、木村忠一議員及び６番、田中正一議員は、開票の立ち会いを

お願いします。 

 

投票の結果の報

告 

西舘議長 投票の結果を報告いたします。 

 投票総数１３票、有効投票１３票、無効投票０票です。 

有効投票のうち、賛成８票、反対５票。 

 以上のとおり、賛成が多数です。 

 したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

 

  （議場の開放） 

 西舘議長  ここで、暫時休憩いたします。１１時２０分まで休憩いたします。 

 

  （休憩 午前１１時０４分） 

 

 楢山副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  （再開 午前１１時２０分） 

 

議長交代の告知 楢山副議長 議長に代わり、副議長が暫時議事を進行いたします。 

 

 楢山副議長 日程第１０、議案第９号、おいらせ町教職員住宅管理条例の廃止

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（福田輝雄君） 

それでは、議案第９号についてご説明申し上げます。 

議案書２７ページから２８ページになります。 

本案は、町が管理する教職員住宅について、教職員の入居希望状

況及び老朽化に伴い、使用及び管理を廃止するため、提案するもの

であります。 
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現在、管理する教職員住宅は下田小学校に２棟、木ノ下中学校に

４棟、合わせて６棟と既に使用停止している木ノ下中学校の２棟が

あります。 

全てが築２５年以上過ぎており、入居希望者がいないことから、

複数年入居希望がないため、高額な修繕費及び維持管理費が必要と

なっていることから、当該条例を廃止し、行政財産の用途廃止を行

い、教育委員会から町当局に所管替えし、普通財産とするものであ

ります。 

なお、廃止する条例の施行日は、公布の日からとしております。 

以上で、説明を終わります。 

 

 楢山副議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 

 （議長席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 １３番、西館議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

これ受けまして、随分中途半端な提案だなと思いました。 

確かに、管理を廃止して条例を廃止するということなんだけれど、

じゃあ、それ以降どうなるのかなということは分からないし、それ

から、それに伴うような具体的な数字だとか、第一私どもは、この１

番から８番までの住宅が校庭の中にあるんだか、学校の敷地の中に

あるのか、外にあるのかも分からないし、どの程度見栄えが、どうい

うものだかということが普通だったら、例えば、じゃあどうぞ、委員

会でもって現場を視察して、中まで畳の具合がどうだか、はりの具

合がどうだか見てもらえませんかということになるのが普通だと思

うんだけど、そういうのも一切なしと。いきなり来て、しかも建築年

数が３０年からという説明はあるんだけれど、私からすれば、随分

お役所的だなと。木造の３０年なんていうのは、一般のうちからす

れば、まだまだ使える。バリバリして、３０年で壊すというのは、よ

っぽどお金持ちで、そういう人たちしかいないなと思って。自分の

ところも３０年だけれど、確かに私は金がないから建て替えできな

いけれど、でも、建て替えすると言えば、やっぱり親戚だとか友達か

ら、ずいぶんお金持っているな。よくそういうことができるねと、絶

対しゃべられるに決まっていると思うんです。 
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木造の住宅って風通しがいいから、結構もつんですよ。私たちも

これで「ああ、いいよ」という材料に欠けているしということで、私

は思います。これはやめたほうがいいのでないかなと。第一、町営住

宅、入居者を募集すれば、抽選になっているんではないですか。何倍

もの抽選でもって、当たればよかったなと。それだけ入居するとこ

ろをみんな探している。それに、生活保護する人たち、単独で３万円

で打ち切られるということになって、町内を探せば、なかなか３万

円以下の住宅なんてないんですよ。４万円、５万円ということにな

れば、それには入れないということで、みんな入っているのが、畳な

んか盛り上がったり何かしている１万円のところとかに入って、家

主さんもこういう状態だから、とても改修なんかできないと。それ

でもいいと入っているというのが、普通の、一般の現状なんですよ。 

それを木造の住宅で３０年たった。確かに、耐用年数というのを

考えれば、基準は、住宅は、国なんかで出したのは２２年ぐらいにな

っているけど、でも、これはあくまでも会計処理のための、減価償却

ためのあれではないの。２２年で使えなくなったから取り壊しまし

ょうという指針ではないよね。そういうもろもろのことを考えれば、

随分ぜいたくで、金はないと言うけれど、町長言うけれど、これで壊

す。いや、壊すよりも、それなりにちょこっと改修して、町民に開放

させてやったらいいのではないかと私は考えるんだけれど、町長で

も、担当者の方でもいいです。今、私がしゃべったことに対すること

と、それからもう１つは、じゃあ壊した後どうなるんですかと。幾ら

ぐらいかけてこうなるんですか。空き地でずっとさらしておくのか。

それとも、また同じ場所に建てますよとかね。あるいは別な目的に

使いますよとか、そういうことはありますかということで、２点お

願いします。 

 

 楢山副議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（福田輝雄君） 

私からお答え１つさせていただきたいと思います。 

まず、場所の話になりました。場所がどこにあるものかという話

でしたけども、２月１４日の全員協議会の資料につきましては、大

変申し訳ないんですけども、住宅配置図ということで、位置図をつ

けさせていただいたところでありましたけども、学校に隣接する、

近くにある敷地に建てられている住宅になります。なので、校内に



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－３１－ 

あるものではありませんということで、それを１つご報告いたしま

す。 

あと、今、西館議員お話しされたものの取り扱いになりますけど

も、今回条例を廃止するに当たりまして、実は老朽化しても、まだ３

０年程度経過しただけではないかというご指摘ありました。 

今回提案させていただいたのは、管理する行政財産の分類につき

ましては、教職員住宅ですので、教職員以外基本的には利用できな

いものになっておりました。 

先ほども説明したとおり、入居希望が本当にここ数年ない状況、

要は、実は全員協議会のときの資料でもお話しさせていただいてい

ますけども、春に１世帯が退去して、それ以降ない。その１世帯も、

その世帯以外、３、４年ほかの入居希望がない状況下が続いていて、

住宅によっては５年以上入居者がいないような状況でしたので、先

ほど説明にあったとおり、また利用する場合に当たって、ボイラー

なり水回りの改修が必要になるような状況になっておりました。 

また、今年の４月に、教職員住宅がおいらせ町にあれば利用した

いという希望の先生が１名いらっしゃいましたが、中を見せて、一

番体のいい場所を見せていたんですけども、やはりほかにアパート

が見つかったのでということで、お断りをされたと。 

今回、教職員の方々につきましても、学校の校長を含めた形でお

話をして、利用希望を再度確認したところ、やはり長距離通勤が基

本となっていて、町内にいなくても、すぐかけつけられるというこ

とで、町内に住所を持ってくる教職員の方々も少なくなってきたと

いう部分で、今回、この廃止を決めたところになっていました。 

廃止したのですぐ解体とか、そういう部分につきましては、今後

町当局に移管した上で、どういう対応をしていくかというのを検討

していくつもりで、今回提案したところとなっておりました。 

以上です。 

 

 楢山副議長 １３番。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

２つの中の今後どうするかという答えまでいかなかったんだけれ

ど、今終わったら、またそこをちょこっとどういう、なければない

と、構想はないよということでいいと思いますので、お答えいただ

ければと。 
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ただ、今の答えの中で、やっぱり行政の都合だけでこうなってい

るんで、行政の都合と先生方の都合だけで、それはそれでいいんだ

けれど、じゃあそれで町民のためということで、立ち行かないので

あれば、それを町民のための発想ということになれば、行政財産で

なくて、普通財産に切り替えたら、いいんではないですか。普通財産

ということで、そこで考えていけば、これは町民に開放できる。しな

ければならないとなると思うんですよ。考え方だと思うんだ。その

ところをどういうものか。また、よろしくお願いします。 

 

 楢山副議長 学務課長。 

 

答弁 学務課長 

（福田輝雄君） 

今西館議員がおっしゃったとおり、今回の条例廃止をした後に、

行政財産から所管替え、行政財産の用途廃止をして、町当局に普通

財産として移管する形で考えておりましたので、先ほど議員おっし

ゃったとおりの形で、行政財産から普通財産に替えることを目的と

しております。 

以上です。 

 

 楢山副議長 １３番、よろしいですか。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

行政財産から普通財産に替えたと、そこまで分かりました。その

先があるかどうかということをひとつお願いします。 

 

 楢山副議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

それでは、お答えします。 

普通財産につきましては、普通財産になれば、恐らく事務分担か

ら言いまして、財政管財課に移管するものと思われます。 

財政管財課としましては、普通財産で、特には行政の目的に使わ

ないものであって、かつ売却ができそうなものについては、基本的

には競争入札に付して、需要のある民間に売り払いをしたいなと考

えております。 

そうでもしなければ、その住宅を維持するためのコストばかりち

ょっとかさんでしまいますので、基本的には、普通財産につきまし
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ては、売却可能なものについては、まず初めに売却を検討するとい

うことで考えておりました。 

以上です。 

 

 楢山副議長 ほかに質疑ありませんか。ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第９号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 楢山副議長 日程第１１、議案第１０号、ロータリー除雪車（１．３ｍ級、草刈

装置付）購入契約の締結についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

それでは、議案第１０号についてご説明申し上げます。 

議案書の２９ページ、３０ページ、参考資料の１３５ページをご

覧ください。 

本案は、ロータリー除雪車（１．３ｍ級、草刈装置付）購入のため、

去る２月２０日に８社により指名競争入札を執行したところ、３,５

７５万円で有限会社尾崎自動車商会が落札者として決定いたしまし

たので、契約を締結するため提案するものであります。 

本ロータリー車を購入することにより、冬季は、道路除雪、道路の

幅出し及び排雪作業に使用し、夏季は、道路等の草刈りに使用する

ことにより、町道等の適正かつ効率的な管理を図るものであります。 

以上で、説明を終わります。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－３４－ 

 

 楢山副議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 ２番。 

 

質疑 ２番 

（川口弘治君） 

８社中のうち３社が辞退、１社は失格、入札書未提出ということ

になっていますが、以前こういう物品の入札に関しまして、辞退者

が多いということはどういう現象なのか。その辺、お答え願います。 

 

 楢山副議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

入札についての質疑につき、私が答弁いたします。 

今回辞退とあったものは３社ございますけども、そのいずれもが、

今回の、除雪で草刈り装置つきのロータリー除雪車、つまり今回の

仕様に合ったものを納めることができないというところで辞退した

ということを確認しております。 

失格につきましては、入札書未提出ということもありますが、そ

の後この会社から音沙汰がないものですから、そちらの理由につい

ては把握しておりません。 

以上です。 

 

 楢山副議長 ２番、川口議員。 

 

質疑 ２番 

（川口弘治君） 

これは指名入札ですか。 

 

 楢山副議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

お答えします。 

今回の入札につきましては指名競争入札です。 

したがいまして、今回指名した業者につきましては、あらかじめ

入札参加資格申請があったものにつき、さらに除雪車等ということ

で、納付できますということで申し出があった業者について指名を

しております。 

以上です。 
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 楢山副議長 ２番。 

 

質疑 ２番 

（川口弘治君） 

改めてそういう業者を選定して、指名したということなんですが、

それでいて要件に応えられなかったという、辞退理由になっていま

すけど、選定のときには応じたということで、入札になって何で辞

退したかというの、その辺の整合性がちょっとよく分からないんで

すが、すみません、最後なんで。 

 

 楢山副議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

お答えします。 

入札参加資格申請のときにつきましては、この分類として、除雪

車というところで、いろんなタイプの除雪車あると思うんですけど

も、そういったものを一くくりにして登録しておりますので、そう

いった申し出があるものにつき、指名をいたしました。 

実際、入札に参加できるかどうかというのは、入札参加資格申請

のときではなくて、指名通知をしたときに、初めてその入札につい

て設計図書を見て、初めてこのような細かい仕様の除雪車を納入し

てくださいと示されるわけなんですけども、今回のような、例えば

草刈り機能つきのロータリー除雪車について、辞退した業者につい

ては、今回の仕様について対応できなかったというところだと理解

しております。 

以上です。 

 

 楢山副議長 ほかに質疑ありませんか。 

１番、佐々木議員。 

 

質疑 １番 

（佐々木勝君） 

この業者、尾崎自動車商会はこの辺ではないと思うんですが、と

りあえず場所と、何でそういった、たしかこれ津軽の業者だと思う

んですが、その辺ちょっと確認したいんですが。 

 

 楢山副議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

お答えします。 
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今回の指名業者につきましては、対象を、業者数がもともと地域

に少ないものですから、かつ高額な取引になるということから、県

内から探すのが妥当であろうと、当課で判断いたしまして、要件に

該当する業者について、県内事業者を指名いたしました。 

以上です。 

 

 楢山副議長 １番。 

 

質疑 １番 

（佐々木勝君） 

一般の会社であれば、例えば故障したときとかメンテナンス等々、

そういうことを考えて物を購入するんですが、五所川原とか向こう

の出張費とか、時間もかかる。出張費もかかる。今は人件費もかかる

ということであれば、これは物単体の金額だと思うので、そういっ

た修理内容というのは、また別物だと思うのですが、そういうのと

いうのは、入札のとき考えなかったんでしょうか。 

 

 楢山副議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

お答えします。 

この今回の車両に限らず、物品の購入については、修理とか保守

とかはつきものだと思います。 

もちろん、佐々木議員ご指摘の業務も付随するものとしては考え

られますけども、購入するに当たって、その後のことまで計算して

という業者の選定はしておりません。 

あくまで、競争入札するにふさわしい業者数が確保できるか、対

応する業者が確保できるかという観点で、業者を指名しております。 

以上です。 

 

 楢山副議長 １番。 

 

質疑 １番 

（佐々木勝君） 

そうだと思うんですが、ただ、その入札価格、そういったことも関

係してくるのではないかなとは思うんですよ。入札が終わったのは

しようがないにしても、今後そういったメンテナンス等早急にでき

るものとか、出張費、経費がかからないのも加味した感じでの業者

選定が必要かと思いますので、考えてもらえればなと思います。 
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 楢山副議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

意見としては、真摯に受け止めたいと思いますけども、ちなみに

車検等につきましては、必ず入札用件で車検等お願いすると決まっ

ていることでもございませんので、今後対応する業者につき、近隣

の業者に頼むということもあり得るのかなと思いますし、ほかの公

用車についても、そのように運用していることをつけ加えて、答弁

としたいと思います。 

以上です。 

 

 楢山副議長 ８番、平野議員。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

私、２点お伺いいたします。 

まず入札一覧表見て、先ほど２番議員も質問しておりますけども、

３社が辞退、１社が失格、それでも指名通知書を出して参加して８

社が。例えばその８社のうち、６社が辞退した場合、２社でも入札は

成立するのか。この基準について、お知らせをいただきたいと思い

ます。 

それから、１番議員がさっき言ったメンテナンスとか様々な部分

で考慮されていないということですけども、私もこの入札、ただ安

ければいいということではないと思うんですよ。 

というのは、耐用年数期間中に、メンテナンス等があるわけです

から、本体は安くするけれども、その期間中の保守・点検でその分を

カバーしていこうという業者もあると思いますので、やはりその辺

もっと明確に基準を定めて入札をすべきだと。例えば、５年なら５

年の間で何回車検があって、それにかかる経費がどれぐらいなのか。

それ以上に上がって、本体が安くなっても、トータル的に何も差異

がないということも考えられますので、この辺の考え方についても

お聞かせいただきたいと思います。 

 

 楢山副議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

先ほども申し上げましたが、後のメンテの部分については、意見

として参考にさせていただきたいと思いますけども、今議員ご指摘
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のような長期的コストで判断するような契約についてということ

で、ご意見承ったと思います。 

そのようなものは、リース契約ならば、大いに総額、向こう５年な

り１０年なりの総額で判断するものとして、リース契約というもの

があるかと思います。もちろん頼みたいものの種類によって、購入

にメリットがあると判断すれば、今回のような入札をいたしますし、

またあるいは、メンテナンスするに相当の労力があるということで

あれば、議員ご指摘のような形式のリース契約ということで、入札

することもあろうかと思います。 

以上です。 

 

 楢山副議長 財政管財課長。 

 

答弁 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

答弁漏れが１つありましたので、答弁つけ加えてしたいと思いま

す。 

辞退が多い場合、何社までなら成立可能かというところのご質問

でございました。 

入札の制度上、１社でも応札者があれば入札として成立というこ

とで、町の入札制度はなっております。 

以上です。 

 

 楢山副議長 ８番、よろしいですか。 

１４番、松林議員。 

 

質疑 １４番 

（松林義光君） 

この除雪車は、新年度に向けて購入すると思いますけども、何月

ごろ購入する考えなのか。それから、この除雪車は民間業者に委託

するのかどうか。併せてお伺いいたします。 

それから、除雪に関して、１、２点質問したいと思います。 

北部地区の住民の方々は、今年の除雪はすばらしいと。本当に早

く来てくれるし、丁寧にやってくれると、ものすごく好評でありま

した。 

私は昨年までは、副町長に何回も電話をして、出動を要請いたし

ました。今年はただの１回も、副町長には電話をしておりません。と

いうことで、地域整備課頑張ったなと、こう思っております。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－３９－ 

ただ、手術をして腰が悪いと。要するに、民間の除雪車が１回、２

回歩くんですけども、雪の塊がうちの前に残るんです。何とかして

くれませんかと、松林と、来ました。そこまでは、役場も業者もでき

ませんというお話をしました。だけれども、私は今出かけなければ

ならない。腰を手術したばっかりで、どうにもならないと。８０歳ぐ

らいの女の方でありました。分かりましたと。町内会長が歩道を除

雪する機械を持っておりますので、すぐ連絡して、向かわせますか

ら、それまで我慢してくださいと。私も心配になりまして、行ってき

ました。行って、若干のお手伝いをしましたけども、どうにもならな

い問題かもしれません。でも、そのような人員があると、困っている

方もいるということを、地域整備課長、厳しい質問かもしれません

けども、そういう苦情がないのかどうか。あるとすれば、対応策を考

えているのかどうかお伺いいたします。 

それから、もう１点、北部地区に我々が捨てる雪の捨て場所を確

保してくれませんかという話でありました。役場に出向きました。

町内にはサーモンパークに１カ所存在しているそうであります。北

部地区から来るには、なかなか時間かかるということで、担当課に

おいては、探していると、必要性は認めますという話でありますが、

現実問題として、なかなか確保までには至っていないと。必要性は

認めるけども、協力する方も現在はいませんという話であります。

そのような声もありますので、その点お伺いしたいと思います。 

 

 楢山副議長 地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

それでは、お答えいたします。 

まず、１点目のロータリー除雪車の納品予定なんですが、今のと

ころ、令和５年１０月末ころに納品という形で見込んでおります。 

続きまして、納品後民間に貸し出しして委託するのかということ

のご質問だったかと思いますけども、こちらにつきましては、今現

在のところ、町直営の運転技能員で草刈り等は行うと。除雪につき

ましては、やはり機械の操作等ありますので、そこら辺のところは

来年度の除雪、毎年やっています意見交換会の中で、業者でどうだ

ろうということで聞いてみたいと思います。 
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ただ、保険とかいろんな影響あるところもあると思いますので、

そこら辺も含めて、来年度の検討課題ということで対応したいと思

います。 

続きまして、除雪の関係ですけども、まず雪の塊につきましては、

今年度特に降雪が、大雪の何日かたった後、すぐ雪が緩むという状

況が連続して続いたということで、当課でも非常に苦慮しました。

ただ、雪が緩んだときに除雪すると、どうしても雪の塊がうちの前

に置かれていくということで、私らもそこの判断というのは、慎重

にしているつもりです。というのは、除雪しなくても、そこで我慢す

れば、そういった問題も起きないんですけども、しなければ、今度車

がハンドル取られるとか、そういう状況もありますので、そこら辺

は見極めて判断しているというところでしたけども、やはり雪の塊

ということで、どうしても自宅前に置いていくということになりま

す。 

こちらにつきましては、やはり当課、または業者委託の中では、な

かなか対応が難しい部分ありますので、今後先ほど議員おっしゃっ

た町内会さんの活動の中で、何とか対応できないかというところで、

１つ来年度の検討課題として検討してまいりたいと思います。 

最後、北部地区、特に雪捨て場の問題です。雪捨て場につきまして

は、業者の除雪につきましても、だんだん宅地化が進んでいるとい

うことで、雪を一時的に、仮にストックしておく場所もなくなって

きて、我々も苦慮しているところです。 

したがいまして、来年度どっか広い土地が空いているようなとこ

ろがあれば、そこら辺を一時仮置きという形で考えてみたいと。当

然土地の所有者さんの関係もありますけども、当課としては、そう

いう形で、まずは一時仮ストックの場所をちょっと見繕って、そこ

ら辺業者さんがそこに捨てに行くとか、あと住民の方が捨てに行く

とかということが、その先所有者の方がそれでもいいですよという

ことになれば、そういう方向で考えていきたいということで考えて

おります。 

以上です。 

 

 楢山副議長 よろしいですか。 

じゃあ、７番、日野口議員。 
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質疑 ７番 

（日野口和子君） 

ただいまの除雪の件に関してです。私どもの町内は、１０センチ

以上の雪を残して除雪するんです、今年の業者。その前の業者は、や

っぱりそれぐらいの１０センチ以上残して、そして途中で下ろして、

その上を乗り越えてまた除雪、下ろして乗り越えて除雪するから、

だからうちのとこは、空いているとこいっぱいあるから、そこに雪

ためていて、集めてもいいよと私はいつも言っているんだけど。今

年も言いました。だけども、はいって分かって、住宅の脇に詰めたり

して、町内でも苦情が来ていますので、そこのところもちゃんと道

路すれすれに削ってくれとは言わないけども、１０センチ以上はな

いだろうと思っていますので、そこのとこも課長、よろしくお願い

します。 

そして、私どものローズガーデンの近くに空いていますので、そ

こに雪盛り上げていてもいいですから、そんなこともつけ加えてお

きます。 

以上です。 

 

 楢山副議長 地域整備課長。 

 

答弁 地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

お答えいたします。 

まずは、除雪の仕方、１０センチ以上残していたというところは

真摯に受け止め、私らも業者によく指導しながら、対応してまいり

たいと思いますので、ご理解よろしくお願いします。 

あと、雪捨て場につきましては、情報提供ありがとうございます。

来年度そういう形で、議員からお話があったということで、業者に

もお伝えいたします。 

以上です。 

 

 楢山副議長 ほかに質疑ありませんか。 

 

 （議長席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

  

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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これから議案第１０号について採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

昼食のため、１時３０分まで休憩いたします。 

 

  （休憩 午前１１時５４分） 

 

 楢山副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  （再開 午後 １時３０分） 

 

 楢山副議長 日程第１２、議案第１１号、町道の路線廃止についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

それでは、議案第１１号についてご説明申し上げます。 

議案書の３１ページ、３２ページ、参考資料の１３６ページをご

覧ください。 

本案は、道路の適正な管理を図るため、北下田地区９号支線ほか

１路線、延長４１０メートについて、道路法第１０条第３項の規定

に基づき、路線廃止するため提案するものであります。 

当該路線は現況が農地または雑種地で、道路形態がなく、町道整

備事業等による整備予定がないことから、路線廃止するものであり

ます。 

以上で、説明を終わります。 

 

 楢山副議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 

 （議長席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 なしと認め……。 
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７番、日野口議員。 

  

質疑 ７番 

（日野口和子君） 

町道の路線認定についてお伺いします。 

今、１２号ですか。１１、じゃあ次にします。ごめんなさい。 

 

 楢山副議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

  

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第１１号について採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 楢山副議長 日程第１３、議案第１２号、町道の路線認定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

それでは、議案第１２号についてご説明申し上げます。 

議案書の３３ページ、３４ページ、参考資料の１３７ページから

１３９ページをご覧ください。 

本案は、適正な道路の管理を図るため、鶉久保４号線ほか４路線、

延長９２４．４メートルについて、道路法第８条第２項の規定に基

づき、路線認定するため提案するものであります。 

鶉久保４号線、緑ケ丘２４号線の２路線は、町道整備事業等によ

り整備が完了したため、路線認定するものであり、青葉１７号線、青

葉１８号線、三本木７号線の３路線は、既に認定された路線の起終

点の見直しにより、路線認定するものであります。 

以上で、説明を終わります。 

 

 楢山副議長 説明が終わりました。 
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 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

 

 （議長席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

  

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第１２号について採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 楢山副議長 日程第１４、議案第１３号、青森県市町村総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数の増加及び青森県市町村総合事務組合の規約の

変更についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 総務課長。 

 

当局の説明 総務課長 

（成田光寿君） 

それでは、議案第１３号についてご説明申し上げます。 

議案書３５、３６ページになります。 

本案は、本年６月１日から、青森県市町村総合事務組合の構成団

体として八戸市を加入させ、また、共同処理する事務のうち、市町村

税等の滞納整理に関する事務に八戸市及び十和田市を加えるに当た

り、同事務組合の規約の変更について、関係地方公共団体との協議

が必要となることから、地方自治法第２８６条第１項及び同法第２

９０条の規定に基づき提案するものであります。 

新旧対照表でご説明いたします。ページ後ろ、１４０、１４１ペー

ジであります。 

１４０ページは、別表第一、構成団体の変更であり、構成団体に八

戸市を追加するものです。 
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１４１ページは、別表第二、共同処理する事務の変更であり、市町

村税等の滞納整理に関する事務の市町村等に、八戸市と十和田市を

追加するものであります。 

以上で、説明を終わります。 

 

 楢山副議長 説明が終わりました。 

 これから、質疑を受けます。質疑、ありませんか。ありませんか。 

 

 （議長席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

  

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第１３号について採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 楢山副議長 日程第１５、議案第１４号、令和４年度おいらせ町一般会計補正

予算（第８号）についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 財政管財課長。 

 

当局の説明 財政管財課長 

（岡本啓一君） 

それでは、議案第１４号についてご説明いたします。 

議案書は３７ページから４７ページになります。 

本案は、既定予算の総額に２億７,５６６万９,０００円を追加し、

予算の総額を１２２億６,５０８万４,０００円とするものです。 

次に、議案書の４４ページと、それと大変恐縮でございますが、開

会日に配付いたしました令和５年３月２日付「令和５年第１回おい

らせ町議会定例会議案書の訂正について」という文書に掲載いたし

ました正誤表を併せてご覧いただきたいと存じます。 
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第２表繰越明許費補正の説明でございますが、こちらは計１０件

の事業につきまして、年度内の完了が困難と認められるため、予算

を令和５年度に繰り越して使えるよう繰越明許費を設定するもので

す。 

個別に説明をしますと、まず、表の一番上です。２款の総務費、財

務会計システム改修事業、それと次の戸籍情報システム改修事業及

び３款民生費の地域介護・福祉空間整備等施設整備事業、こちらの

３事業につきましては、進捗状況により年度内の完了が難しい状況

です。 

次に、４款衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種事業につき

ましては、国庫補助に係る来年度の予算執行方法が未決定であるた

め、令和５年度当初予算のほか、念のため今年度の予算残の繰り越

しという方法も用意しておくという趣旨でございます。 

次に、８款土木費の町道住吉町線整備事業及び町道舗装補修事業

につきましては、進捗状況により、年度内の完了が難しい状況です。 

１０款教育費の中学校空調設備整備事業につきましては、当初は

来年度予算での実施を想定しておりましたが、より手厚い財政支援

を受けるため、今年度の国補正予算に計上された国庫補助金を活用

することとし、予算は令和４年度となりますが、施工期間は令和５

年度に繰り越すものです。 

次の１０款教育費町民交流センター改修事業（舞台照明）と（緞帳

設備）につきましては、設備の不調により更新するものですが、契約

が今年度末になる予定のため、令和４年度内の完了が難しい状況で

す。 

同じく１０款教育費の町民プール管理運営事業につきましては、

券売機購入について、契約が今年度末になる予定のため、令和４年

度内の完了が難しいというような状況になっております。 

次に、４５ページをご覧ください。 

こちら、第３表債務負担行為補正です。 

こちらは、学校プール監視業務委託料など令和５年度実施予定の

３件につきまして、業務の実施に当たり、早期の契約が必要なこと

から、ゼロ町債として追加するものでございます。 

次に、４６ページをご覧ください。 

第４表地方債補正の説明をします。 
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一番上の上谷地中堤地区ため池等整備事業から、４つ目の中学校

空調設備整備事業（国土強靭化事業）までの４事業につきましては、

先ほども触れましたように、国の補正予算対象となったため、有利

な補正予算債を活用することとしたものです。また、次の町民交流

センター小ホール舞台照明改修事業から、一番下の北ノ平線法面災

害復旧事業までの３事業につきましては、実施事業の財源として交

付税措置のある地方債を活用するものです。 

なお、４７ページの５事業につきましては、事業の完了見込み等

により、限度額を変更するものでございます。 

それでは、歳入歳出の内容についてご説明いたします。 

別冊の令和４年度、一般会計補正予算（第８号）に関する説明書を

ご用意ください。 

まず、歳出の主な内容からご説明します。 

２１ページをご覧ください。 

２１ページの２款１項５目財産管理費の２４節公共施設整備基金

積立金２億９,０００万２,０００円の増額は、今後の公共施設整備

に係る一般財源対応分として来年度以降に活用するため計上するも

のです。 

それから、少しページが飛びまして、４８ページをご覧ください。 

１０款３項３目中学校の学校建設費、１２節中学校工事関連設計

単価入替作業委託料９４万４,０００円の追加、それに加え中学校空

調設備整備工事監理委託料５０９万８,０００円の追加、それから１

４節の中学校空調設備整備工事費１億３，００５万８,０００円の追

加につきまして、国庫補助金を活用する関係で、令和４年度の国補

正予算により実施するため、計上するものとしております。なお、先

ほども触れましたように令和５年度への繰り越しとなります。 

５２ページをご覧ください。 

１０款５項２目体育施設費の１４節町民交流センター小ホール舞

台照明改修工事費１,９３３万４,０００円の追加及び町民交流セン

ター小ホール巻取緞帳設備改修工事費７４８万円の追加は、繰越明

許費でもご説明いたしましたが、設備不調により更新するため計上

するものです。令和５年度への繰り越しとなります。 

このほか、各款に増減を計上しておりますが、それらは、事業の完

了または執行見込み額の精査によるものでございます。 

主な歳出の説明は以上です。 
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これから、歳入の主な内容についてご説明いたします。 

ページが前の方に戻りまして、５ページをご覧ください。 

１１款１項１目地方交付税の普通交付税６,６７７万３,０００円

の増額は、再算定により、追加交付額が決定したため計上するもの

です。 

１４ページをご覧ください。 

１４ページの１９款２項１目財政調整基金繰入金６７６万２,０

００円の減額は、当補正予算編成に係る一般財源調整により計上す

るものです。なお、当該基金の年度末残高は、予算ベースで１９億

４,５１５万２,０００円となる見込みです。 

このほか、各款にわたり計上しております増減は、歳出と同様に、

収入見込み額の精査によるものでございます。 

ページが後ろのほうに飛びます。５５ページ、それから５６ペー

ジをご覧ください。 

こちら給与費明細書になります。 

給与費明細書は、人件費に係る今回の補正内容を反映したものと

なっております。 

５７ページから６０ページは債務負担に関する調書です。 

この債務負担に関する調書は、今回の補正予算で債務負担に追加

しました学校プール監視業務委託料（令和５年度）など３件につき

まして、調書の一番最後に追加したものとしております。 

６１ページ、６２ページは地方債に関する調書です。 

こちらは歳入の町債と歳出の公債費に係る今回の補正予算の内容

を反映したものとしております。 

６３ページ以降の補正予算主な内容は、予算案審議の参考資料と

して、主要な個別説明を掲載したものとしております。 

以上で、説明を終わります。 

 

 楢山副議長 説明が終わりました。 

 これから、歳入全般について質疑に入ります。 

質疑は事項別明細書により行います。 

一般会計補正予算（第８号）に関する説明書３ページから１７ペ

ージになります。 

なお、質疑における発言の際は、「何ページの何款、何々の件につ

いて」のように議題に沿って発言し、質疑の要旨を明確にしてくだ



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－４９－ 

さい。 

この際、質疑を受けます。質疑、ありませんか。 

なしと認めていいですか。 

 

 （議長席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 なしと認め、歳入全般の質疑を終わります。 

次に、歳出についての質疑を受けます。 

第１款議会費から第５款労働費までの質疑を受けます。 

説明書１９ページから３５ページになります。 

質疑、ありませんか。 

８番、平野議員。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

２０ページのところの１８節職員採用試験負担金４万９，０００

円とありますけれども、令和４年度の職員採用の中身について、応

募者数、大卒そのほか、それから採用者が何名なったのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

それから、２３ページですけれども、総務費の町活性化対策費の

まちづくり活動支援事業助成金３４０万７，０００円減額になって

いますけども、この中身について説明をいただきたいと思います。 

併せて、次のページの２４ページ、定住促進対策費の移住者転職

支援助成金１５０万円、これも減額になっていますので、この中身

について説明をいただきたいと思います。 

以上です。 

 

 楢山副議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

それでは、２０ページの職員採用試験負担金に絡んでの今年度実

施した職員採用試験の状況をお知らせいたします。 

試験区分ごとの受験者とそれに対する合格者というご質問でござ

います。 

まず、大卒の行政のところ受験者１６人、最終合格１人でありま

す。それから、大卒土木職２人受験、２人合格です。大卒の保健師５

人受験、１人合格です。それから大卒の障害枠は１人受験、合格者０

であります。それから、行政の短大卒と高卒のところでありますが、

７人受験で最終合格２人であります。それから、短大・高卒者枠のと
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ころで障害枠で１人受験、１人合格です。それから、病院看護師１人

受験、１人合格であります。 

以上です。 

 

 楢山副議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災

課長 

（田中淳也君） 

２点目のまちづくり活動助成金の減額の内容ということでお答え

をしたいと思います。 

当初予算で、活動助成金５００万円を計上しておりました。審査

会を経て実施したものが、全部で１１件になります。その総額が１

５３万１，０００円となっておりまして、若干差額ずれていますが、

執行見込み額ということで３４０万７，０００円の減額をしたもの

であります。 

以上です。 

 

 楢山副議長 政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

それでは、続きまして、２４ページの２・２・５の移住者転職支援

助成金１５０万円の減額についてご説明をしたいと思います。 

町外からの移住者、特に首都圏からの移住者を町内に呼び込むた

めには、やはりこの移住のハードルになるというところで、仕事と

いうのが大変重要な要素になってくると思います。 

そのハードルとなる仕事、あるいは移住者の転職を支援するため

に、町外から町の中にどのような企業とか、あるいはどのような仕

事があるかというのを紹介、あるいは目にとどまりやすくなるよう

にするために、町内の企業が就職支援サイトにそのような採用情報、

あるいは会社案内を掲載する。その掲載するための経費を補助する

というような制度の内容になっております。 

事業費といたしましては、４０万円を上限といたしまして、町か

らの補助率は４分の３ということにしております。５社を見込み、

当初予算で１５０万円を予算計上しておりましたけども、今回実績

がなくて、１５０万円をそのまま減額するというようなことで、補

正をしたものでございます。 

以上です。 
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 楢山副議長 答弁漏れありませんか。 

８番。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

２０ページですけれども、応募者数、それから採用者数、これで各

職種で採用されておりますけれども、この中で採用者が、そうする

と大卒が１名、土木関係で２名、保健関係で１名、障害者が、応募が

あったけれども、短大・高卒のところで１名、短大・高卒で２名とい

うことで、保健師は１名だけということで、これまでのコロナ対応

とか様々な部分で、私はもっと充足させるべきではないかなと思っ

ておりますけど、このほかに期間の採用者というのはどのぐらいあ

るんですか。今来年度採用する職員の数が出ましたけれども、この

ほかに期間任用、これがこれからまだ採用になると思います。現在、

どのぐらいの人数がありますか、期間任用職員。それと、この採用者

というのは、今言った数の中には、全てが当町に採用されてもいい

という意思表示をしているのか。例えば、当町に試験を受けながら

八戸市を受けて、合格したからそっちへ行くとか、そういうのも前

にあったんですけれども、こういう情報というのはつかんでいます

か。これお願いします。 

続けていいですか。それから、まちづくり活動支援事業補助金で

すけれども、１１件中というのは１５３万１，０００円。５００万円

予算をとって、半分にも満たない額しか執行されていないわけです

ね。結局、町で言う、住んでみたい町とか、そういうのを言っていま

すけれども、実際に、じゃあこの町で事業したいとか、そういう意欲

のある人というのはないということではないですか。予算をこれだ

けとって、執行されていないというのは。１つ大きな問題だと思い

ますよ。どう捉えているか、町長からお聞かせいただきたいと思い

ます。 

その裏ですけれども、２４ページの移住者転職支援についても４

分の３の補助金、４０万円ということで上限を設けていますけれど

も、これまで全額、町外からの移住者の希望、そういうのが全然対応

がない。本当に私こういうのが、片方では住んでみたい町とか何と

かと常に言うんですけれども、そういうのがあったら、こういう部

分だって、対応者があってもいいんではないですか。町長、どう思い

ますか。私、疑問を感じますよ、本当に言っているのは。この点につ

いて、お聞かせいただきたいと思います。 
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 楢山副議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

総務課からは、職員採用に関連して２点お答えいたします。 

まず１点目が、会計年度任用職員の関係であります。 

現在も各課に会計年度任用職員、行政関係、一般事務関係、それか

ら専門職等を置いております。これらにつきましても、来年度以降

も置くものとして、先般面接試験を行って、その採用の手続の途中

であります。各課において、ちゃんと正職員が置かれないところも

含めまして、来年度以降も引き続き、会計年度任用職員を置くこと

としてございます。 

それから、来年度４月採用予定職員の意向確認のところも、先ほ

ど、私が答弁した人数は、全て当町の役場に入庁するという意思確

認をとってございます。 

以上です。 

 

 楢山副議長 副町長。 

 

答弁 副町長 

（小向仁生君） 

まちづくりの関係なんですけども、町長への質問でありましたん

で、私から答弁させていただきます。 

まちづくりの活動の支援団体は、事業を起こす会社関係ではなく

て、コミュニティ活動を中心とした町内会でありますとか、それか

ら各種団体らに、何かしらの事業を行うといったときの補助制度で

ありますんで、議員ご質問の会社関係とは、関係がないということ

でお答えしたいと思います。 

 

 楢山副議長 政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

それでは、移住者転職支援助成金の再質問についてお答えをした

いと思います。 

先ほどの１回目の答弁、私の答弁があまり上手でなくて、うまく

伝わらなかったかと思いますけれども、こちらの助成金につきまし

ては、移住をしたい方が利用する助成金ではなくて、募集をしてい

る町内の企業が、そういう就職支援サイトに情報をアップするため

に要する経費に対して、企業に対して助成する助成金となっており
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ます。 

企業といたしましては、募集については、一般的にはハローワー

クに登録をして、募集をかけておりますけれども、それに加えて、そ

ういう支援サイトにお金をかけてでも情報を上げて、採用を、募集

をしたいというようなところに対して、４０万円を上限に支援する。

４分の３支援するという事業でございます。 

つまり、１０万円の企業側の持ち出しもございますので、そうい

ったのも理由があったのか分かりませんけれども、今年度は実績が

０だったということでございます。 

以上です。 

 

 楢山副議長 ８番。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

さっき総務課長、私が言った会計年度任用職員者数が幾らになっ

ていますかというのには答弁していませんよ。聞いておいてくださ

いよ。 

それと、確かに今の採用者については、確認をしているというこ

とですけれども、この任用職員の数と現在の職員の数で行っても、

全体的に充足、職員数が上北郡で一番低いということですから、こ

ういうのを全部足せば、どういう位置づけになるか。そこをもう１

回確認をしたいと思います。 

それから、２点目の活動支援助成金ですけれども、これは副町長

が言ったように、コミュニティ活動とか町内会、そういう各自が事

業を展開するに対して助成をしているんだということですけれど、

結局使われていないということは、各地域でそういう活動ができて

いないということではないですか。趣旨がよく伝わっていても、例

えば町内会、そういうものは高齢化が進んで、いろんな活動ができ

ないような地域というのが増えてきているということを、私は感じ

るわけですよ。やっぱりその方法、手だてというのも変えていくべ

きではないか。今のままでいったら、多分このまま手を挙げてくる

町内会というのはそうないと思いますよ。ここはもう一度、現状認

識を確認したいと思います。 

それと次の移住転職者支援ですけれども、これだって今の町内の

企業、相当足腰が弱っているんではないですか。雇用するような業

績が伸びている企業というのは、これでいったら、ほとんどないと
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いうことでしょう。人を採用できないような企業ばっかりが町内に

いると、そう感じませんか。それだけの業績が伸びてくんだったら、

町の要請にも応えらえるし、人も増やせるし、例えば今私農家の人

方見れば、コロナで円安が進んだおかげで、農家で契約している人

方が全部脱走しているんですよ。契約期間を満了しないで、ほかに

行っている人があるわけです。 

ですから、そういう厳しい中で、本当にこういう補助金の制度の

活用され方というのは、私はもっと見直して、いろんな形で企業そ

のもののもう１回調査をし、実態把握をして対応すべきだと思うん

ですけれど、この点についてお伺いいたします。 

 

 楢山副議長 総務課長。 

 

答弁 総務課長 

（成田光寿君） 

職員採用関係のご質問でお答えいたします。 

先ほど会計年度任用職員の人数お答えしなくて申し訳ございませ

ん。正しい資料を持ってきておりませんので、そっちもご報告でき

ませんが、概数で言いますと、会計年度任用職員フルタイムで恐ら

く４０人前後かと思ってございますが、正しい数値は今先ほど申し

たとおり、資料が手元にございません。お許しください。 

それから、県内でも正職員の数が少ないということ、ご指摘があ

りました。会計年度任用職員も含めた数の比較等は行っておりませ

んし、できないものと思っております。各市町村で、定数等で公表し

ているのは、あくまでも正職員の部分でありますので、会計年度任

用職員を含めた比較等は不可能かと思ってございます。 

ただ、人事担当課としても、現状の定員では足りないものと認識

しております。不足の部分は、向こう３年間の定員適正化計画とい

うものを策定しておりまして、計画的に正職員の採用を行っていく。

今後も増員していく予定で考えてございます。 

以上です。 

 

 楢山副議長 まちづくり防災課長。 

 

答弁 まちづくり防災

課長 

（田中淳也君） 

それでは、お答えいたします。 

執行額が少ないということで、いろいろと課題があるんではない

かということですけども、ここ３年間ぐらいはコロナの関係もあり



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－５５－ 

まして、もともとの申請件数が少なくなっているのが実情でありま

す。 

先ほど１１件の団体に交付したというのもあるんですが、それか

ら外れる。あと２件が申請はあったんですけど、コロナによって中

止というのもあります。ですので、コロナで申請が少ないという実

態がまず１つあります。もう１つは、新規事業に対して、同じ事業を

３年間まで補助金を交付するというのがありまして、３年間続けて

実施しますと、一旦その事業はできない。新しい事業の取り組みと

いうことになりますので、その辺も申請が少ないということになる

かもしれませんけども、地域づくりとか町内会の活性化という意味

では、いろんな事業をやっていただくということの趣旨で実施して

おりますので、そういうことでご理解をお願いいたします。 

以上です。 

 

 楢山副議長 政策推進課長。 

 

答弁 政策推進課長 

（柏崎勝徳君） 

それでは、移住者転職支援助成金の３回目のご質問に答弁したい

と思います。 

先ほど、平野議員おっしゃったように、補助金の制度のあり方、も

う一度見直すべきではないのかということでご指摘がありました。 

この助成金につきましては、令和３年度から実施しておりまして、

令和３年度につきましては２件の助成の実績があります。令和４年

度につきましては、先ほど来答弁しておりますが、実績がなかった

ということで、移住者を増やすための事業の１つとして実施してき

たものではございますけれども、先ほど申しましたとおり、件数も

少ないということもございまして、令和５年度につきましては、も

う一度事業を見直そうということで、この助成金の予算は、当初予

算には計上をしておりません。そういう意味では、平野議員おっし

ゃったように、制度のあり方について、もう一度我々としても見直

そうということで考えております。 

ただ、この移住の助成金、特にここの２款２項５目の科目につき

ましては、企業支援ではなくて、移住あるいは定住のところの予算

ということでございますので、政策といたしましては、移住者を増

やすための何か新たな事業等について、検討をしていくということ

でございます。 
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以上です。 

 

 楢山副議長 ほかに質疑ありませんか。 

１３番、西館議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

１点教えてください。 

３７ページの６款農林水産業費で林業の総務費として、補正が７

０万３，０００円計上されております。 

 

 楢山副議長 ３５ページまでです。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

分かりました。次にお願いします。 

 

 楢山副議長 ほかにありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 なしと認め、第１款から第５款までの質疑を終わります。 

次に、第６款農林水産業費から第１２款公債費までの質疑を受け

ます。 

給与費明細書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書

を含みます。 

説明書３５ページから６２ページになります。 

また、議案書４４ページから４７ページ、第２表繰越明許費補正、

第３表債務負担行為補正、第４表地方債補正についても質疑を受け

ます。 

質疑、ありませんか。 

８番。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

質疑運営上、まだこっちの歳出が終わっていないのに、この繰越

明許とか、そういうのをやるんですか。飛ばしたんではないですか。 

 

 楢山副議長 どこですか。３５ページから６２ページになります。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

３５ページから、分かりました。 

３７ページのところで、農林水産業費の第３項水産業費のところ
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で、町長からお聞かせいただきたいんですが、先般サケふ化場の支

援要望ということで、町長に対して奥入瀬川鮭鱒増殖漁協の町の助

成に対する要請があったと思いますけれど、続いて六戸町にも同様

で、奥入瀬川鮭鱒増殖漁協から要請があって、併せて今度は十和田

市にもあるということが記事になっております。 

町長もご存じのように、今おいらせ町の定置網漁業については、

もう今までかつてないほどの不漁、これが３年ぐらい続いておりま

して、定置の運営もなかなか容易でない状況に陥っております。ま

してや、このふ化場の遡上が全然なくて、サケのふ化ができない。サ

ケは最低３年から４年たたないと帰ってこないわけですから、今そ

ういうふうなのがもう放流されていないような形で推移しているわ

けです。こういう意味では、町としてもぜひ支援をしてもらって、漁

業者の救済のために、町長の判断をお願いしたいと思うんですけれ

ども、要望の中身、それから町長の考え方をお聞かせいただきたい

と思います。 

 

 楢山副議長 町長。 

 

答弁 町長 

（成田 隆君） 

日にちは定かではありませんけども、奥入瀬川鮭鱒増殖漁業協同

組合、そして百石漁協の木村組合長も一緒に来てくれました。その

中におきまして、今平野議員がおっしゃったように、できればサケ

がとれないで大変だから、何とか応援してほしいという話でありま

して、しからばどういう状況ですかと言ったら、最盛期のもう１０

分の１ぐらいであるし、ただ何とか卵はある程度手に入った部分は

放流するつもりだということもありまして、先般の県の新聞系の発

表というんですか、新聞見ましたら、北海道から受精卵をある程度

仕入れて、ただ、ここで放流している数には満たないと思いますけ

ど、まず放流する。 

そしてまた今月の後半、それもまだ、大変申し訳ないです。質問さ

れるんであれば、調べてきましたけども、例年どおり、稚魚の放流会

をやる予定になっていますんで、そういう分も含めて、何とか努力

するという話でありましたし、また今まではサケが、新聞にも書い

てあったんですけど、小さいうちに稚魚として出したけども、これ

から少し栄養剤、油を混ぜたような飼料を食わせて、稚魚を大きく

してから放流すれば、回帰率が上がるんでないかなと、そういうこ
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とも考えていますんでということで、うち初め六戸さん、そして十

和田市さんは２４日かな。要請に行くということで、私も新聞で知

りましたけども、六戸さんには行ったということですね。 

そして、私はいろいろ世話になったサケだから、まだ漁協さんに

も世話になっているんで、できる限りの助成はしたいなという話は

しています。しからば、金額的に幾らがいいのかというのは、まだま

だこれから漁協さん、あるいは近隣の市町村と、市町村でない、市町

ですね、村はないですから。と詰めながら、相談していかなければな

らない課題だなと思っていますけれども、今指摘された、もうされ

る以前から漁協の役員の人たちにも、何らかの形で助成はしなけれ

ばならないなということは返事しております。金額的なことは一切

言っていませんけど。何らかというのは、結局資金になると思うん

ですけども、そういうことで、サケの稚魚で寄付してといっても持

っていませんので、多分金にはなると思うんですけども、そういう

ことで門前払いはしていませんので、そういうことも含めてご理解

いただきたいと思います。 

以上です。 

 

 楢山副議長 ８番。 

 

質疑 ８番 

（平野敏彦君） 

町長の思いが、１つは六戸・十和田にも伝わって、やはりふ化する

ための卵を買ってくるというのが、やっぱり一番大事なわけですよ。

これまでおいらせ町の定置網は、早期群って最初にとった若いのは、

ほとんどふ化場に上げてあったんですよ。それが三沢・階上・おいら

せ、この沿岸の部分で一番稚魚確保のために提供するのは、おいら

せにある漁協が、数も一番多く出してあった。それがほとんどとれ

なくなってきたもんですから、ふ化場のこのやな場のところを見て

も、ほとんどサケがかごに入っていないなという実態です。 

ですから、これが回復するには、最低三年、四年の期間が必要なわ

けですから、ここのところをひとつ町長も頭の中で、ぜひ助成措置

についても、六戸さん、十和田さんにも、一緒に協議すると思います

けれども、特に地元ということで、働きかけをしていただきますよ

うにお願いしたいと思います。 

以上です。 
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 楢山副議長 ほかに質疑ありませんか。 

１３番、西館議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

サケが回帰するためには、一番大事なプランクトン等の量がちゃ

んと育つために、森林環境というのが大事だということで言われま

す。森林環境に対して興味があるものですから、１点だけ教えてく

ださい。 

ここの３７ページの６款水産業費の中に林業の総務費ということ

で、ここ基金に７０万３，０００円ということで補正額があがって

いますけれど、これはこっちの歳入の森林環境譲与税と関連性があ

りますか。全くないですか。そこをまずお願いします。 

 

 楢山副議長 農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

それでは、お答えいたします。 

６款２項１目の林業総務費の森林環境整備基金積立金と歳入の譲

与税との関わりですけども、国から毎年環境譲与税ということで、

交付を受けております。今回交付額が確定したので、補正をさせて

いただいております。その譲与税を使いまして、町では来年度以降、

森林の所有者に対する意向調査というものを行うための委託費を計

上して、今委託を行っているところであります。 

そういったものとか、あるいは公園の危険木でありますとか、農

村公園の危険な木を撤去するという、そういう環境整備の作業に対

して、一応支払いとかをしております。環境譲与税から、そういうふ

うな町で使途する分を差し引いた分が、この森林整備基金積立金と

いうことで積み立てていっているという内容になります。 

以上です。 

 

 楢山副議長 １３番。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

そうしますと、今の答弁ですと、関連そのものだよということで

すね。 

そして、この森林譲与税は２、３年前にたしかできて、これ目的

税、ちゃんと用途は決まっているわけではないのか。何に使っても

いいということで、だからとりあえず、こうして積み立てしている
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のかなと。積立基金はいいんだけれど、早目に手を打って、こういう

ことで使うんだというものを、なるべく早く私は知りたいと思って、

今質問したんだけれど、これから意向調査して、そしてどういうふ

うなものに使ったらいいか。これから決めるというふうなことでよ

ろしいんですか。 

 

 楢山副議長 農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

基本的には、森林をきちんと管理していきましょうということが

メインになるものでありまして、そのために森林の所有者がどうい

う形で、今後、森林経営をしていくのかというための、とりあえず意

向を調べまして、その意向に基づいて、もしその方がどうしても森

林のところの環境を整備できないということになれば、今度は町が

間に入って、その整備をしていくというのがメインになりますけど

も、それ以外にも、特にそれに使いなさいということでは、目的は定

めておりませんが、先ほど来言っていますように、例えば危険木の

撤去でありますとか、そういうふうな森林にかかわる部分、あるい

は森林の見回りをするための公用車を購入する事業とか、そういう

ふうな部分で、県としては、毎年交付される譲与税、これから本則課

税になりますので、使途をきちんと目的を決めて、年度内に支給さ

れる税の部分については、その年度でなるべく使っていただくよう

に、今後目的を持って使途をしてくださいということでは、指導を

受けているところであります。 

以上です。 

 

 楢山副議長 １３番。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

大体飲み込めたんだけれど、ちょっと飲み込めない部分がありま

す。それは、森林の所有者からお金をもらうんだよということだっ

たか、それとも新しく何かこれ変わって、令和６年度からの施行と

いうことになるのかも知らんけれど、人口、ともかく１人に対して

１，０００円ずつ町村にあげますよというものもたしかあって、こ

れとは別なのかなと思って今話を聞いて。１，０００円ずつ１人、人

口に対してあげるということになれば、田舎は森林がたくさんある

のに、人口が少ないから割り当てはすくなくなると。逆に人口だけ
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が多くて、森林面積等有しないところが多くもらうというふうなこ

とで、何となく腑に落ちないなという面もあったんだけれど、あく

までも１つの流れですかね、これは。６年度当たりにまた新しいの

が出てくるという気も、それは全然関係ない。全く１つの流れでも

って、今のところはそういうことで了解していいということですか。 

 

 楢山副議長 農林水産課長。 

 

答弁 農林水産課長 

（西舘道幸君） 

令和６年度から森林環境税ということで本則課税になって、皆さ

ん国民の方から１，０００円ずつ税として頂いて、それを分配する

というふうなのは始まります。その前段として、今回の環境譲与税

という形で、国の基金を取り崩した形で分配しているということに

なりますので、本則課税が令和６年度から始まるので、それまでに

きちんとした目的を持って使途してくださいというふうな内容にな

ります。 

以上です。 

 

 楢山副議長 ほかに質疑ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 なしと認め、第６款から第１２款までの質疑を終わります。 

 以上で、歳出についての質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論は、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第１４号について採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 楢山副議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 暫時休憩いたします。３０分までとします。４０分、失礼しまし

た。４０分まで休憩といたします。 



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－６２－ 

 

  （休憩 午後 ２時２５分） 

 

 西舘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  （再開 午後 ２時４０分） 

 

副議長交代の告

知 

西舘議長 再び議長が議事を進行します。 

 

 西舘議長 日程第１６、議案第１５号、令和４年度おいらせ町国民健康保険

特別会計補正予算(第３号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（松山公士君） 

 それでは、議案第１５号、令和４年度おいらせ町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

議案書の４８ページから５０ページ、別冊特別会計補正予算に関

する説明書の１ページから１０ページになります。 

本案は、既定予算の総額に３,４６２万１,０００円を追加し、予

算の総額を２３億５，４０２万３，０００円とするものであります。 

その主な内容につきましては、歳出では、繰出金を増額する一方、

歳入では、県補助金を増額するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これより、歳入・歳出全般の質疑に入ります。 

 本案は、事項別明細書により一括で質疑を行います。 

 説明書３ページから１２ページになります。給与費明細書も含め

ます。 

 質疑、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、歳入・歳出全般の質疑を終わります。 

 以上で、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論、ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第１５号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第１７、議案第１６号、令和４年度おいらせ町奨学資金貸付

事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

学務課長。 

 

当局の説明 学務課長 

（福田輝雄君） 

 それでは、議案第１６号についてご説明申し上げます。 

 議案書５１ページから５３ページ、特別会計補正予算に関する説

明書の１３ページから１６ページになります。 

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額から３０６万３，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を１,５０６万１,０００円とするもの

であります。 

 その主な内容につきましては、歳出では、執行見込み額の精査に

より奨学資金貸付金を４４４万円減額し、２件の寄附金及び一括償

還などによる貸付金収入の増額により、奨学基金積立金を１３７万

７,０００円増額するものであります。 

 一方で、歳入では、寄附金収入を３万６,０００円、奨学資金貸付

金収入を１０３万６,０００円それぞれ増額し、奨学基金繰入金を４

１３万５,０００円減額するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これから、歳入・歳出全般の質疑に入ります。 

 本案は、事項別明細書により一括で質疑を行います。 

 説明書１５ページから１６ページになります。 

 質疑、ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、歳入……。 

 ３番、馬場正治議員。 

 

質疑 ３案 

（馬場正治君） 

 現在おいらせ町では、大学の医学部を出て、医師の資格をとった

後、おいらせ病院に勤務した場合に奨学金の返還を免除するという

条例があると思うんですけれども、大学を卒業後、何年以内という

規定があるのかどうか。何年以内という規定があれば、その規定の

年限を教えてほしいと思います。 

 

 西舘議長  ３番議員、これ担当が違います。これ学務課で、病院は一番最後に

なりますので、そちらで質問して。 

 

質疑 ３番 

（馬場正治君） 

 今、奨学金でしょう。 

 

 西舘議長  だから病院のとは違います。 

 

質疑 ３番 

（馬場正治君） 

 奨学金の返還、要は私この歳入のところの奨学金の、いわゆる返

してくれた金額のところで質問したつもりなんですけど。 

 病院の会計とは違いますよね。 

 

 西舘議長  とは違います。 

 

質疑 ３番 

（馬場正治君） 

 奨学金のことで。 

 

 西舘議長  では、病院事業で質問してもらえれば。 

 

質疑 ３番 

（馬場正治君） 

 そうなりますか。 

 

 西舘議長  よろしいですか。 

 

質疑 ３番 

（馬場正治君） 

 奨学金の制度について、今確認の質問だったんですけどね。奨学

金を返還して、入金されたものも、病院会計の中に入るんですか。違

うでしょう。入るんですか。分かりました。じゃあ、病院で。 
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 西舘議長  ほかにありますか。質疑ありますか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 なしと認め、歳入・歳出全般の質疑を終わります。 

 以上で、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第１６号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第１８、議案第１７号、令和４年度おいらせ町公共下水道事

業特別会計補正予算（第４号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

それでは、議案第１４号についてご説明申し上げます。 

議案書の５４ページから５８ページ、別冊の補正予算に関する説

明書の１７ページから２７ページをご覧ください。 

本案は、既定予算の総額から３,６１９万５,０００円を減額し、

予算の総額を１０億２,６２１万７,０００円とするものでありま

す。 

その主な内容につきましては……。大変失礼いたしました。冒頭

で私、「議案第１４号」としゃべってしまいました。大変申し訳あり

ません。「１７号」に訂正いたします。申し訳ございませんでした。 

それでは最初から、議案第１７号についてご説明申し上げます。 

議案書の５４ページから５８ページ、別冊の補正予算に関する説

明書の１７ページから２７ページをご覧ください。 
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本案は、既定予算の総額から、３,６１９万５,０００円を減額し、

予算の総額を１０億２,６２１万７,０００円とするものでありま

す。 

その主な内容につきましては、歳出では、執行見込み額の精査に

より、道路マンホールの補修工事費、宅地公共ますの整備工事費及

びマンホールポンプの更新工事費並びに馬淵川流域下水道事業費負

担金、消費税を減額し、歳入では、町債及び一般会計繰入金を減額す

るものであります。 

このほか、第２表継続費補正につきましては、事業費精査により

１件の金額を変更し、第３表地方債補正につきましては、事業費の

変更により、３件の限度額を変更するものであります。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これより、歳入・歳出全般の質疑に入ります。 

 本案は、議案書と事項別明細書により一括で質疑を行います。 

 議案書は５７ページから５８ページ、第２表継続費補正、第３表

地方債補正となります。説明書は１９ページから２７ページ、給与

費明細書、継続費に関する調書、地方債に関する調書も含めます。 

 質疑、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、歳入・歳出全般の質疑を終わります。 

 以上で、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第１７号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 
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 西舘議長 日程第１９、議案第１８号、令和４年度おいらせ町農業集落排水

事業特別会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

地域整備課長。 

 

当局の説明 地域整備課長 

（桒嶋泰幸君） 

 それでは、議案第１８号についてご説明申し上げます。 

議案書５９ページから６３ページ、別冊の補正予算に関する説明

書の２９ページから３７ページをご覧ください。 

本案は、既定予算の総額から１,３１０万７,０００円を減額し、

予算の総額を２億８,３２４万８,０００円とするものであります。 

その主な内容につきましては、歳出では、執行見込み額の精査に

より、農業集落排水処理施設維持管理業務委託料及びマンホールポ

ンプ保守管理委託料並びに農業集落排水処理施設機能強化対策工事

費を減額し、歳入では、町債及び一般会計繰入金を減額するもので

あります。 

このほか、第２表繰越明許費につきましては、１件の繰越明許費

を設定し、第３表地方債補正につきましては、事業費の変更により、

１件の限度額を変更するものであります。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これより、歳入・歳出全般の質疑に入ります。 

 本案は、議案書と事項別明細書により一括で質疑を行います。 

 議案書は６２ページから６３ページ、第２表繰越明許費、第３表

地方債補正となります。説明書は３１ページから３７ページ、給与

費明細書、地方債に関する調書も含めます。 

 質疑、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、歳入・歳出全般の質疑を終わります。 

 以上で、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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これから議案第１８号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第２０、議案第１９号、令和４年度おいらせ町介護保険特別

会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

介護福祉課長。 

 

当局の説明 介護福祉課長 

（澤頭則光君） 

 それでは、議案第１９号についてご説明申し上げます。 

議案書の６４ページから６７ページ、別冊の補正予算に関する説明

書の３９ページから５４ページになります。 

本案は、既定予算の総額から、歳入歳出それぞれ１億３６６万１,

０００円を減額し、予算の総額を２３億７,８９８万２,０００円と

するものです。 

その主な内容でありますが、歳出では、執行見込み額の精査によ

り、２款保険給付費及び３款地域支援事業費を減額、歳入歳出財源

調整により、介護保険給付費準備基金積立金を増額、一方歳入では、

交付決定見込み額及び歳出の減額に応じて、３款国庫支出金、４款

支払基金交付金、７款一般会計繰入金を減額するものであります。 

以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これより、歳入・歳出全般の質疑に入ります。 

 本案は、事項別明細書により一括で質疑を行います。 

 説明書４１ページから５４ページ、給与費明細書も含めます。 

 質疑、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、歳入・歳出全般の質疑を終わります。 

 以上で、本案に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論、ありませんか。 
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 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第１９号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第２１、議案第２０号、令和４年度おいらせ町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第３号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

町民課長。 

 

当局の説明 町民課長 

（松山公士君） 

 それでは、議案第２０号、令和４年度おいらせ町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

議案書の６８ページから７０ページ、別冊特別会計補正予算に関

する説明書の５５ページから５９ページになります。 

本案は、既定予算の総額に２９万９,０００円を追加し、予算の総

額を２億５,７６７万７,０００円とするものであります。 

その主な内容につきましては、歳出では、後期高齢者医療広域連

合納付金を増額する一方、歳入では、後期高齢者医療保険料を増額

するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これより、歳入・歳出全般の質疑に入ります。 

 本案は、事項別明細書により一括で質疑を行います。 

 説明書５７ページから５９ページになります。 

 質疑、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、歳入・歳出全般の質疑を終わります。 

 以上で、本案に対する質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。討論、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第２０号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

 西舘議長 日程第２２、議案第２１号、令和４年度おいらせ町病院事業会計

補正予算（第４号）についてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

病院事務長。 

 

当局の説明 病院事務長 

（田中貴重君） 

それでは、議案第２１号についてご説明申し上げます。 

議案書の７１ページから７２ページになります。 

本案は、収益的収入及び支出の既決予定額を１,９９８万８,００

０円減額し、予算の総額を９億８,９１１万７,０００円とするもの

です。資本的収入は１００万円を減額し、収入予算を１億５,９０３

万１，０００円とするものであります。 

それでは、別冊の事項別明細書をご覧ください。６１ページから

６８ページになります。 

その主な内容につきましては、６３ページの収益的支出では、１

款１項１目給与費全般６４３万２,０００円を減額し、６４ページの

２目材料費１，３００万円と、３目経費では、光熱費や燃料費の高騰

などにより、経費７５６万７,０００円を増額し、４目減価償却費８

８９万７，０００円を減額するものであります。 

ページが戻まして、６１ページになります。 

１款１項医業収益では、主に入院患者数の減による入院収益の減

額など２,６４２万７,０００円を減額、１款２項医業外収益では、

他会計補助金、医師の研究研修に要する経費など１３６万２,０００

円の減額と、４目他会計負担金では、不採算地区病院に係る経費な

ど８５９万６,０００円を減額です。 
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６２ページの７目補助金では、国庫補助金として、インフルエン

ザ流行期における発熱外来診療体制支援補助金、県補助金では、新

型コロナウイルスワクチン促進事業補助金など１,５６２万６,００

０円の増額により、医業外収益合計６４３万９,０００円を増額する

ものであります。 

６５ページの資本的収入では、企業債１００万円を減額するもの

であります。なお、資本的収入の不足額につきましては、当年度分損

益勘定留保資金を充当するものであります。 

説明は以上です。 

 

 西舘議長  説明が終わりました。 

 これから、質疑を行います。 

 本案は、議案書と説明書により一括で質疑を行います。 

 議案書は７１ページから７２ページ、説明書は６１ページから６

８ページ、給与費明細書も含めます。 

 質疑、ありませんか。 

 ３番、馬場正治議員。 

 

質疑 ３番 

（馬場正治君） 

 先ほど、奨学金の特別会計のところで、間違えて質問したようで

すけども、この病院事業会計のどこに、医師免許をとった後に、おい

らせ病院に勤務した場合の奨学金の返還の金額が、どこに反映され

ているのか教えていただきたいのと、医師免許をとった後、インタ

ーン終わって、何年以内に返還することになっているのか教えてい

ただきたいと思います。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 前半のところが全然聞こえなかったので、申し訳ございません。

お願いします。 

 

質疑 ３番 

（馬場正治君） 

 この病院事業会計のどの項目に、将来おいらせ病院に勤める奨学

生の奨学金支給と、それから返還の金額がどの項目に計上されるの

か分かりませんので、教えてほしいということと、医師免許をとっ

てから、何年以内においらせ病院に勤務すれば、返還を免除される

のか教えてください。 

 

 西舘議長  病院事務長。 
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答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 まず今般の補正予算の中では、修学資金に関係する予算の項目は

ございませんが、当初予算の中で、修学資金の予定額を人数分入れ

ております。また、その返還金の引当金として、２分の１を引当金と

して支出を予算化しておりますので、新年度予算には項目がありま

す。 

 ただし、来年度の予算には予定する者が、医師が、申し込み者がい

ませんので、予算額は１，０００円という形で記載になっておりま

す。 

 それと、これまで修学資金の内容ですけども、卒業してから１０

年までのうちに病院に勤務をすると免除という形になります。 

 以上になります。 

 

 西舘議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（馬場正治君） 

 大学を卒業してから１０年ですか。それとも、インターン終わっ

て、医師免許を取得してから１０年ですか。その辺をもう１回確認

したいと思います。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 大変申し訳ございません。医師免許を取得して１０年になります。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ３番。 

 

質疑 ３番 

（馬場正治君） 

 そして、医師免許をとって１０年以内においらせ病院に勤務でき

ない場合、例えばもっと高度な医療技術を習得するために、海外の

大学とかいろいろ研修を積んで、いろんな科目の、いわゆるいろん

な科があるわけですよね。心臓内科とか肝臓内科とか外科とか、そ

ういったいろんな各種の免許を取得してから、おいらせ病院に勤務

したいと願う学生もいると思うんですけれども、その場合は返還し

た奨学金はもう返還しっぱなしで、本人に返すことはないというの

が今の規則ですね。それを確認して終わりたいと思います。 
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 西舘議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 今の質問に対して明確な回答になるかどうか分かりませんけど

も、あくまでも医師免許を取得して１０年以内に当病院に入職する

と免除になるということです。 

 それと、仮に入職後、一旦入職して研修という形になると、それは

その病院の中の相談という形になると思いますので、現在規則の中

では、あくまでも医師免許取得１０年以内に入職という形が条件で

あるということを申させていただきます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ほかにありませんか。 

 １３番、西館芳信議員。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 質問する箇所というか、結びつけようとすれば、今３番議員が話

ししたところと同じ箇所になるのかもしれませんけれど、直接これ

に関連しない。実はこういうことなんです。 

 十何日か前に、私の仕事場にご婦人方３名いらっしゃいました。

そして、うちの孫が病院に来年だか再来年勤務することになってい

るって、たしか科の名称もしゃべったんだけど忘れたし、この文書

を見てくれということで、私は最後まで見てはまだいませんけれど、

置いていったと。 

 そうすると、病院とその孫さんなり、その家族は病院と既にもう

契約しているんだな、来るのをと。そうすれば、私はこの話をちゃん

と聞くべきだろうか、議員として聞くべきだろうか。もし、でもそう

いうことは全然聞いたこともないし、俺そんなの知らないという態

度でいいのか。ほかの議員のところも、みんな回って歩くという話

だったけれど、ちょっと腑に落ちなくて。じゃあ、病院は今インター

ン終わって、医師免許を獲得したと。どこで、うちの病院で働きます

ね。そのかわり奨学金は要りませんよというのを、確認する時期を

いつにしているのかなと。私は少なくとも、まだインターンだとか

学生のとき、そんなに早くやっていないで、ある程度卒業と、卒業し

てからのインターンか。ともかくある区切りがついてからのそうい

う契約的な話になるだろうと思っていたんだけれど、結構早くそう
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いうのを契約してしまうのかなと。 

こういう細かいことは要らない。ともかく今現在、そういうイン

ターンだとか何とかしていて、確実にその人がおいらせ病院で働く

という契約の範疇に入っている学生はいますかということを聞きた

いです。それによって、その人の話をちゃんとまじめに捉えて、議員

として聞かなければならないのか、うっちゃっておいていいのかと

いう判断の材料にしたいと思いますのでお願いします。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 今の件について、私が知る限りのことを答弁させてもらいます。 

 実はその方から、たしか２月５日に私宛てに、次の病院への提案

という形でメールをいただきました。あくまでも病院に対する、当

然ニュース報道等で、病院の移転建設ということも報道されており

ますので、そういうことで、私にメールをよこしたと思うんですが、

連絡をよこしたと思うんですけども、詳細な自分の目標を掲げた内

容をこちらにぶつけてきました。 

 あくまでも、参考にはしますけども、当然決まったものでもあり

ませんし、今後の病院の規模とか機能というのはこれから決まるも

のでありますので、それはあくまでも要望というか、希望という形

で受け取っております。 

ただ、この地域、医師不足でありますので、来たいという方を止め

るということはしなくて、あくまでも、頑張ってくださいという意

味合いで、私からは返事をさせてもらいました。 

 実はそのメール、私宛てに来たメールがひとり歩きして、私の名

前がついたまま文書が出歩いたみたいで、私はそれを承知しており

ませんし、先般の全協で、ある議員の方からこれという形で、もう決

まっているのかという話があったので、「それは何ですか」というこ

とで、全く私宛てに来たメールだけだと思っていたんですが、実は

外部にそれが出ていたということで、私も驚いた次第であります。 

よって、あくまでも決まったということではなくて、修学資金と

いうのは生徒、学生に来てもらおうという押さえておく。希望を与

えて、うちの病院へということでもあるんですけども、あくまでも

決まったものでもございませんし、これからの話でありますので、

今、西館芳信議員がおっしゃった、こんな早く決まっているわけで
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はございません。当然、今後病院の規模・機能、あとはある一定の時

期になって契約をして、翌年度に例えば入職するということはある

でしょうけども、今の段階で決まっているとか、決めるとかという

ことは全くございません。 

 なので、あくまでも私の中では、希望と要望ということで受け捉

えておりましたけども、結果そういう外部に、私宛てのメールが出

ているということを知ったときに、私もちょっと衝撃だったという

ことは、まず申し上げておきます。 

ただし、医師の確保には、それだけに限らず、平素から奔走してお

りますので、新しい医師、追加の医師、あとは町が、地域が求める診

療科を、そういう医師をこれからも探していきたいなとは考えてお

ります。 

 以上であります。 

 

 西舘議長  １３番。 

 

質疑 １３番 

（西館芳信君） 

 ２つ確認させてください。 

 １つは、あの文書は、その孫だか何とかそういう人は関係なく、あ

くまでも文書は病院のあり方という要望の文書だったということで

いいんですね。 

 そしてなおかつ、もう１つの確認事項は、今この段階で、この時点

で、その人の孫だろうが誰だろうが、病院に医師として働くという

雇用関係、ヘッドでもないだろうけれど、そういうヘッドハンター

的な雇用関係に結びつくような文書の契約は何もないということで

いいんですね。 

その２つお願いします。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 そのとおりでございます。 

 以上です。 

 

 西舘議長  ７番、日野口和子議員。 

 

質疑 ７番  私もこのコーナーで言うか、言うまいか考えていたんですけど、



【青森県上北郡おいらせ町議会】 

－７６－ 

（日野口和子君） 今１３番の議員がおっしゃったので追加しますけども、事務長にも

見せましたよね、文書ね。私のところにも、文書持ってきた方がいる

んです、２人。そして、うちの孫だと、これを見てくれという。眼鏡

をかけていないから、眼鏡が見えないからと言ったら、あんたばか

でないか。誹謗、めちゃくちゃな個人攻撃をされました。後で眼鏡を

かけて読んだら、泌尿器科ですかね。機械とか、自分が働くためには

こういうものが必要なんだという文書の内容にもなっていましたか

ら、だからこれは事務局長にも見せたし、だけどもこういう方を病

院側では採用するのか。私は正直言って、不安を持っている。不信を

持っている。そう感じております。どうでしょうか。お考えをお聞か

せください。 

結果的に、「私、警察呼ぶから」と言って、そうしたら帰っていき

ましたけどね。この間もここにいました、今日も来ていましたけど

も。怖いです。 

 

 西舘議長  無理しなくていいんですよ。意見だから、意見だから質問ではな

いと思うけど。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

 回答が必要ですか。 

 

 西舘議長  病院事務長。 

 分かる範囲で。 

 

答弁 病院事務長 

（田中貴重君） 

提案として、今後の参考にはなると考えておりますので、その方

の採用とか云々というのは、まだこれからのことで、ご本人様と私

もそんなに面識があるわけではございませんし、一度しか会ってい

ないので、どういう方か分かりませんけども、病院の採用する場合

に当たっては、これからということでございますので、今の段階で

は採用するとかしないとかということは申し上げられません。 

以上です。 

 

 西舘議長 ほかにございませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  なしと認め、本案に対する質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。討論、ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第２１号について採決をいたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

 （議員席） ＊＊「なし」の声＊＊ 

 西舘議長  異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

 

日程終了の告知 西舘議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

これで、本日の会議を閉じます。 

 

次回日程の報告 西舘議長 明日８日水曜日は、午前１０時から予算特別委員会を開き、付託

された議案の審査をお願いいたします。 

 

散会宣告 西舘議長 本日は、これで散会いたします。 

ご苦労さまでした。 

 

  （散会時刻 午後 ３時１６分） 

 事務局長 

（赤坂千敏君） 

修礼を行いますので、ご起立願います。 

 礼。 
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